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１　社会保険診療報酬支払基金の概要
　⑴　事業内容
　　ア�　診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査（その審査について不服の申出が

あった場合の再審査を含む。以下同じ。）を行うこと。
　　イ�　前記アにより審査を行った診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより算定した金額を支払うこと。
　　ウ�　前記ア及びイに準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の審査及び支払を

行うこと。
　　エ�　各保険者から、委託金の委託を受けるとともに各保険者に診療報酬の請求を行う

こと。
　　オ�　保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務（前記

アからエまでの業務を除く。）を行うこと。
　　カ�　保険者から委託された健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公

務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確
保に関する法律に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。

　　キ�　保険者から委託された健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公
務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確
保に関する法律に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。

　　ク�　診療報酬請求書及び特定健康診査等に関する記録に係る情報その他の国民の保健
医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活
用の促進に関する事務を行うこと。

　　ケ　前記アからクまでの業務に附帯する業務を行うこと。
　　コ�　前記アからケまでの業務のほか、社会保険診療報酬支払基金法第１条の目的を達

成するために必要な業務を行うこと。
　　サ�　生活保護法、児童福祉法、母子保健法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対

する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、石
綿による健康被害の救済に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律又は難病の患者に対する医療等に関する法律の規定により医療
機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保
険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を
求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾
被爆者に対する援護に関する法律、児童福祉法、母子保健法、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行っ
た者の医療及び観察等に関する法律、石綿による健康被害の救済に関する法律、障
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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律又は難病の患者に対す
る医療等に関する法律の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費
若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたとき、防衛省の職員
の給与等に関する法律の規定により、療養を担当する者が国に対して請求すること
ができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を
委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律又は麻薬及び向
精神薬取締法の規定により、これらに規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払
に関する事務を委託されたときにおいて、その支払に必要な事務を行うこと。

　　シ�　厚生労働大臣の定める疾病について医療機関が請求することができる費用の額の
審査及び支払に関する事務を行うこと。

　　ス�　高齢者の医療の確保に関する法律の定めるところにより次の高齢者医療制度関係
業務を行うこと。

　　　ア�　保険者から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交
付する業務及びこれに附帯する業務

　　　イ�　保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期
高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

　　　ウ�　保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を
交付する業務及びこれに附帯する業務

　　　エ�　前記アからウまでの業務のほか、特定健診決裁代行業務その他の厚生労働大臣
の認可を受けて行う高齢者の医療の確保に関する法律第１条に規定する目的の達
成に資する業務

　　セ　国民健康保険法の定めるところにより次の退職者医療関係業務を行うこと。
　　　ア　被用者保険等保険者から拠出金を徴収する業務
　　　イ　市町村に対し療養給付費交付金を交付する業務
　　　ウ　前記ア及びイの業務に附帯する業務
　　ソ　介護保険法の定めるところにより次の介護保険関係業務を行うこと。
　　　ア　医療保険者から納付金を徴収する業務
　　　イ　市町村に対し介護給付費交付金を交付する業務
　　　ウ　市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する業務
　　　エ　前記のア、イ及びウの業務に附帯する業務
　　タ�　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の定めるところ

により次の特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を行うこと。
　　　ア　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給する業務
　　　イ　前記のアの業務に附帯する業務
　　チ�　地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の定めるところに
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より次の医療機関等情報化補助業務を行うこと。
　　　ア�　医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的

かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情
報化の促進に要する費用を補助する業務

　　　イ�　医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的
かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情
報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務（医療機関等の申出に応じ
て当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。）

　　　ウ　前記のア及びイの業務に附帯する業務
　　ツ�　地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の定めるところに

より次の支払基金連結情報提供業務を行うこと。
　　　ア�　個人単位化された被保険者番号等を利用して医療等情報の連結に必要な情報を

提供する業務
　　　イ　前記のアの業務に附帯する業務
　　テ�　地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の定めるところに

より次の支払基金電子処方箋管理業務を行うこと。
　　　ア�　医療機関から電子処方箋の情報の提供を受け、当該情報を患者が閲覧できるよ

うにするとともに調剤を実施する薬局に提供する業務
　　　イ　医療機関及び薬局から提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用する業務
　　　ウ�　患者が処方又は調剤された薬剤に関する情報を医師・歯科医師・薬剤師に提供

する業務
　　　エ　前記のア、イ及びウの業務に附帯する業務
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⑵　事務所の所在地

主 た る 事 務 所 の 名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東京都

（中核審査事務センター）

名 　 　 　 　 　 　 　 称 所　在　地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東 北 審 査 事 務 セ ン タ ー 宮城県仙台市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 関 東 審 査 事 務 セ ン タ ー 東京都豊島区

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 中 部 審 査 事 務 セ ン タ ー 愛知県名古屋市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 近 畿 審 査 事 務 セ ン タ ー 大阪府大阪市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 中 四 国 審 査 事 務 セ ン タ ー 広島県広島市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 九 州 審 査 事 務 セ ン タ ー 福岡県福岡市

（地域審査事務センター）

名 　 　 　 　 　 　 　 称 所　在　地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 北 海 道 審 査 事 務 セ ン タ ー 北海道札幌市

社会保険診療報酬支払基金北関東地域審査事務センター 埼玉県さいたま市

社会保険診療報酬支払基金北陸地域審査事務センター 石川県金沢市

社会保険診療報酬支払基金四国地域審査事務センター 香川県高松市

（審査事務センター分室）

名 　 　 　 　 　 　 　 称 所　在　地

社会保険診療報酬支払基金東北審査事務センター盛岡分室 岩手県盛岡市

社会保険診療報酬支払基金北関東地域審査事務センター高崎分室 群馬県高崎市

社会保険診療報酬支払基金中四国審査事務センター米子分室 鳥取県米子市

社会保険診療報酬支払基金九州審査事務センター熊本分室 熊本県熊本市
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（審査委員会事務局）

名 　 　 　 　 　 　 　 称 所　在　地

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 北 海 道 審 査 委 員 会 事 務 局 北海道札幌市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 青 森 審 査 委 員 会 事 務 局 青森県青森市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岩 手 審 査 委 員 会 事 務 局 岩手県盛岡市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 宮 城 審 査 委 員 会 事 務 局 宮城県仙台市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 秋 田 審 査 委 員 会 事 務 局 秋田県秋田市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 形 審 査 委 員 会 事 務 局 山形県山形市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 島 審 査 委 員 会 事 務 局 福島県福島市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 茨 城 審 査 委 員 会 事 務 局 茨城県水戸市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 栃 木 審 査 委 員 会 事 務 局 栃木県宇都宮市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 群 馬 審 査 委 員 会 事 務 局 群馬県前橋市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 埼 玉 審 査 委 員 会 事 務 局 埼玉県さいたま市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 千 葉 審 査 委 員 会 事 務 局 千葉県千葉市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 東 京 審 査 委 員 会 事 務 局 東京都豊島区

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 神 奈 川 審 査 委 員 会 事 務 局 神奈川県横浜市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 新 潟 審 査 委 員 会 事 務 局 新潟県新潟市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 富 山 審 査 委 員 会 事 務 局 富山県富山市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 石 川 審 査 委 員 会 事 務 局 石川県金沢市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 井 審 査 委 員 会 事 務 局 福井県福井市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 梨 審 査 委 員 会 事 務 局 山梨県甲府市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 長 野 審 査 委 員 会 事 務 局 長野県長野市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岐 阜 審 査 委 員 会 事 務 局 岐阜県岐阜市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 静 岡 審 査 委 員 会 事 務 局 静岡県静岡市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 愛 知 審 査 委 員 会 事 務 局 愛知県名古屋市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 三 重 審 査 委 員 会 事 務 局 三重県津市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 滋 賀 審 査 委 員 会 事 務 局 滋賀県大津市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 京 都 審 査 委 員 会 事 務 局 京都府京都市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 大 阪 審 査 委 員 会 事 務 局 大阪府大阪市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 兵 庫 審 査 委 員 会 事 務 局 兵庫県神戸市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 奈 良 審 査 委 員 会 事 務 局 奈良県奈良市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 和 歌 山 審 査 委 員 会 事 務 局 和歌山県和歌山市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 鳥 取 審 査 委 員 会 事 務 局 鳥取県鳥取市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 島 根 審 査 委 員 会 事 務 局 島根県松江市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 岡 山 審 査 委 員 会 事 務 局 岡山県岡山市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 広 島 審 査 委 員 会 事 務 局 広島県広島市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 山 口 審 査 委 員 会 事 務 局 山口県山口市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 徳 島 審 査 委 員 会 事 務 局 徳島県徳島市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 香 川 審 査 委 員 会 事 務 局 香川県高松市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 愛 媛 審 査 委 員 会 事 務 局 愛媛県松山市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 高 知 審 査 委 員 会 事 務 局 高知県高知市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 福 岡 審 査 委 員 会 事 務 局 福岡県福岡市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 佐 賀 審 査 委 員 会 事 務 局 佐賀県佐賀市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 長 崎 審 査 委 員 会 事 務 局 長崎県長崎市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 熊 本 審 査 委 員 会 事 務 局 熊本県熊本市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 大 分 審 査 委 員 会 事 務 局 大分県大分市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 宮 崎 審 査 委 員 会 事 務 局 宮崎県宮崎市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 鹿 児 島 審 査 委 員 会 事 務 局 鹿児島県鹿児島市

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 沖 縄 審 査 委 員 会 事 務 局 沖縄県那覇市
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　⑶　職員の定数及びその前事業年度末との比較

区　　分 令和 4年度末 令和 3 年度末

職員定数 3,926 名 4,046名

審査委員定数

（うち主任審査委員）

4,680 名

（561 名）

4,680名
（562 名）
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２
　

契
約

の
状

況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
契

　
約

　
保

　
険

　
者

　
等

　
の

　
数

前
年
度
末
現
在

本
年
度
中
増

 
本
年
度
中
減

本
年
度
末
現
在

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

1
 

0
 

0
1
 

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
 

0
 

0
1
 

共
済
組
合

国
家

公
務

員
等

2
3
 

0
 

0
2
3
 

私
学

事
業

団
1
 

0
 

0
1
 

市
町

村
職

員
4
7
 

0
 

0
4
7
 

都
職

員
1
 

0
 

0
1
 

指
定

都
市

職
員

1
0
 

0
 

0
1
0
 

都
市

職
員

3
 

0
 

0
3
 

健
康

保
険

組
合

1
,3
8
8
 

5
 

1
0

1
,3
8
3
 

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
 

0
 

0
1
 

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

1
5
7
 (
1
1
0
)

0
 

0
1
5
7
 (
1
1
0
)

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

9
0
8
 (
8
6
1
)

0
 

0
9
0
8
 (
8
6
1
)

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

1
 

0
 

0
1
 

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

0
 

0
1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

0
 

0
1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

1
5
3
 (
1
0
6
)

0
 

0
1
5
3
 (
1
0
6
)

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

1
 

0
 

0
1
 

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

6
7
 (
2
0
)

0
 

0
6
7
 (
2
0
)

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

6
7
 (
2
0
)

0
 

0
6
7
 (
2
0
)

都
道

府
県

（
麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法

）
4
7
 

0
 

0
4
7
 

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

0
 

0
1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

0
 

0
1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

9
0
8
 (
8
6
1
)

0
 

0
9
0
8
 (
8
6
1
)

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

1
5
7
 (
1
1
0
)

0
 

0
1
5
7
 (
1
1
0
)

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（P

CR
検

査
に

係
る

自
己

負
担

相
当

額
に

対
す

る
給

付
）

1
5
7
 (
1
1
0
)

0
 

0
1
5
7
 (
1
1
0
)

都
道

府
県
（新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
事

業
）

4
7
 

0
 

0
4
7
 

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

7
 

0
 

0
7
 

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
）

4
7
 

0
 

0
4
7
 

都
道

府
県
（肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

4
7
 

0
 

0
4
7
 

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

1
 

0
 

0
1
 

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

5
3
 

0
 

0
5
3
 

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

1
3
3
 (
8
6
)

3
 

0
1
3
6
 (
8
9
)

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

9
0
8
 (
8
6
1
)

0
 

0
9
0
8
 (
8
6
1
)

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
）

6
7
 (
2
0
)

0
 

0
6
7
 (
2
0
)

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定
Ｂ
型

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
給
付
金

等
の
支

給
に
関
す
る
特

別
措

置
法
）

0
 

0
 

0
0
 

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
 

0
 

0
1
 

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

0
 

0
1
,7
8
4
 (
1
,7
3
7
)

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

1
,3
3
2
 (
1
,3
1
5
)

1
0
 

0
1
,3
4
2
 (
1
,3
2
5
)

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
5
,6
6
2
 

1
8
 

1
0

1
5
,6
7
0
 

（
注
）
１
 ．
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
（
感
染
症
法
、
生
活
保
護
法
、
障
害
者
総
合
支
援
法
、
児
童
福
祉
法
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
、
母
子
保
健
法
、
残
留
邦
人
支
援
法
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
に

係
る
自
己
負
担
相
当
額
に
対
す
る
給
付
、
措
置
等
医
療
、
難
病
医
療
、
自
治
体
医
療
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
契
約
都
道
府
県
市
区
町
村
数
を
記
し
、
そ
の
括
弧
内
に
市
区
町
村
数
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
 ２

 ．
共
済
組
合
の
国
家
公
務
員
等
の
う
ち
に
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
職
員
、
地
方
職
員
共
済
組
合
、
公
立
学
校
共
済
組
合
及
び
警
察
共
済
組
合
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 ３

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

特
定
疾
患
等
）」

の
「
等
」
に
は
、「

茨
城
県
神
栖
町
に
お
け
る
有
機
ヒ
素
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
及
び
健
康
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
事
業
要
綱
」
に
基
づ
く
審
査
支
払
事

務
に
関
す
る
茨
城
県
知
事
と
の
契
約
、「

水
俣
病
総
合
対
策
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
に
関
す
る
審
査
支
払
事
務
に
係
る
新
潟
県
知
事
、
熊
本
県
知
事
、

鹿
児
島
県
知
事
及
び
新
潟
市
長
と
の
契
約
及
び
「
メ
チ
ル
水
銀
の
健
康
影
響
に
係
る
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
研
究
治
療
費
の
支
給
に
関
す
る
審
査
支
払
事
務
に
係
る
熊
本
県
知
事
と
の
契
約
が

含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
 ４

 ．「
保
険
者
等
の
種
別
」
欄
の
「（

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
）」

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
実
施
機
関
で
あ
る
た
め
、
契
約
は
行
っ
て

い
な
い
。
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３
　

管
掌

別
診

療
報

酬
支

払
状

況

保
険

者
等

の
種

別
支
払
確
定
額

支
　
払
　
額

支
払
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

6
,2
0
9
,9
6
1
,7
5
1

6
,2
0
9
,8
7
5
,4
5
4

8
6
,2
9
6

8
0
,6
8
1

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
8
,3
4
2
,9
6
9

1
8
,3
4
2
,8
8
7

8
2

1
7
4

共
済

組
合

1
,2
2
0
,1
7
4
,3
9
6

1
,2
2
0
,1
6
0
,9
0
1

1
3
,4
9
5

2
2
,5
8
1

健
康

保
険

組
合

3
,8
6
3
,0
6
8
,1
1
8

3
,8
6
3
,0
2
0
,6
9
4

4
7
,4
2
3

4
9
,1
6
4

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
4
,2
9
8
,8
4
2

1
4
,2
9
8
,7
6
9

7
2

3
1

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

1
,4
5
7
,9
4
8

1
,4
5
7
,9
4
5

2
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

1
,7
1
4
,4
9
7
,4
3
9

1
,7
1
4
,4
4
4
,3
7
5

5
3
,0
6
3

2
4
,1
7
8

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

8
6

8
6

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
5
7
,3
5
2
,6
1
9

1
5
7
,3
5
3
,2
5
8

△
 
6
3
8

4
,3
1
5

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

8
8
6
,3
4
0

8
8
6
,3
3
7

2
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

1
7
3

1
7
3

─
─

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

3
,6
9
4
,0
2
1

3
,6
9
4
,0
0
6

1
4

─

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

6
,0
6
4
,6
3
9

6
,0
6
4
,6
3
9

─
─

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

2
2
1
,3
1
5
,7
7
0

2
2
1
,3
0
9
,5
5
4

6
,2
1
5

1
,8
4
3

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
─

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

6
,6
6
8
,1
7
8

6
,6
6
8
,1
7
8

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

3
,7
4
2
,1
7
3

3
,7
4
2
,1
7
3

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

5
,4
0
3
,7
7
3

5
,4
0
3
,7
4
1

3
1

△
 
6

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

─
─

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

2
4
3
,5
0
2
,0
3
4

2
4
3
,4
9
6
,3
9
1

5
,6
4
3

3
,0
9
6

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
7
,6
2
6
,3
0
4

1
7
,6
2
6
,3
0
4

─
─

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
及

び
肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

3
,1
5
1
,5
4
9

3
,1
5
1
,5
4
9

─
1
5

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

△
 
3
3
6

△
 
2
4
2

△
 
9
4

△
 
9
9

政
府
（老

人
被

爆
）

─
─

─
─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

1
,9
2
7
,0
4
5

1
,9
2
7
,1
5
3

△
 
1
0
7

△
 
1
9

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

2
6
,1
2
8
,2
2
7

2
6
,1
2
8
,1
8
8

3
8

3
0
8

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

1
0
,9
8
0
,0
2
1

1
0
,9
7
8
,3
4
3

1
,6
7
7

3
0

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す
る

法
律
）

1
2
3
,6
2
9
,1
3
9

1
2
3
,6
2
5
,6
7
4

3
,4
6
4

9
7
0

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

1
1
0
,7
5
1

1
1
0
,7
7
4

△
 
2
2

－

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
4
9
,6
1
3

1
4
9
,6
1
5

△
 
1

△
 
1

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,0
1
5
,9
0
4

3
,0
1
5
,9
0
4

─
─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

3
1
3
,7
5
1
,2
2
8

3
1
3
,7
4
7
,7
8
3

3
,4
4
5

2
,5
7
0

出
産

育
児

一
時

金
等

2
9
1
,9
4
6
,8
1
8

2
8
1
,3
6
9
,5
2
3

1
0
,5
7
7
,2
9
5

1
1
,0
6
0
,1
3
3

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
4
,4
8
2
,8
4
7
,5
4
3

1
4
,4
7
2
,0
5
0
,1
4
1

1
0
,7
9
7
,4
0
2

1
1
,2
4
9
,9
7
0

（
注
）
１
．
「
支
払
確
定
額
」
に
は
、
前
年
度
支
払
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
「
備
考
」
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
「
支
払
額
」
は
本
年
度
中
に
支
払
っ
た
額
で
あ
る
。
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４
　

管
掌

別
診

療
報

酬
収

入
状

況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

委
託

金
2
,8
7
2
,7
6
4

2
,8
7
2
,7
6
4

─
─

共
済

組
合

8
4
5
,6
6
7

8
4
5
,6
6
7

─
─

健
康

保
険

組
合

2
,0
2
7
,0
9
7

2
,0
2
7
,0
9
7

─
─

診
療

報
酬

1
4
,7
4
8
,3
4
9
,4
1
2

1
4
,4
7
1
,8
1
7
,8
5
8

2
7
6
,5
3
1
,5
5
4

2
6
8
,8
2
8
,6
9
8

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

6
,4
7
6
,1
5
7
,3
9
1

6
,2
0
9
,8
7
5
,3
9
1

2
6
6
,2
8
2
,0
0
0

2
5
8
,4
5
1
,0
0
0

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

1
9
,1
3
5
,7
5
1

1
8
,3
4
2
,7
5
1

7
9
3
,0
0
0

8
3
5
,0
0
0

共
済

組
合

1
,2
2
0
,1
9
6
,9
0
6

1
,2
2
0
,1
9
6
,9
0
6

─
─

健
康

保
険

組
合

3
,8
6
3
,3
8
0
,7
2
7

3
,8
6
3
,0
9
3
,7
2
7

2
8
7
,0
0
0

3
7
7
,4
8
8

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

1
4
,2
9
4
,2
0
8

1
4
,2
9
4
,2
0
8

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

1
,4
7
9
,2
9
3

1
,4
7
8
,3
7
7

9
1
5

2
8
8

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（生

活
保

護
法
）

1
,7
1
3
,0
3
5
,9
4
7

1
,7
1
2
,9
9
3
,1
5
7

4
2
,7
9
0

1
2
2
,2
2
4

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

8
8

8
8

─
─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

1
5
7
,3
6
8
,6
0
2

1
5
7
,3
4
3
,6
1
9

2
4
,9
8
2

1
6
,6
2
5

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

8
9
3
,0
8
6

8
9
2
,8
1
2

2
7
3

1
3
9

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

3
6
3

3
6
3

─
─

政
府
（原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
）

3
,6
9
4
,0
6
7

3
,6
9
4
,0
6
7

─
─

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
）

6
,1
4
9
,7
0
3

6
,1
3
0
,4
2
0

1
9
,2
8
2

1
7
,9
2
1

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

2
2
2
,9
6
4
,6
4
0

2
2
2
,2
7
5
,1
2
5

6
8
9
,5
1
4

6
0
8
,2
7
0

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
─

─
─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（母

子
保

健
法
）

6
,6
9
3
,3
3
2

6
,6
8
7
,6
5
8

5
,6
7
3

5
,9
0
8

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

3
,7
4
6
,5
2
5

3
,7
4
2
,0
2
7

4
,4
9
8

1
,1
9
7

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

5
,4
0
3
,7
3
6

5
,4
0
1
,6
1
1

2
,1
2
5

7
8

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

─
─

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

2
4
3
,5
9
0
,6
8
4

2
4
3
,2
0
5
,6
9
0

3
8
4
,9
9
4

1
0
,4
4
7

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
7
,6
2
6
,3
0
6

1
7
,6
2
6
,3
0
6

─
─

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
及

び
肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

3
,1
3
2
,9
9
8

3
,1
3
2
,9
9
8

─
─

政
府
（軽

減
特

例
措

置
）

△
 
2
3
7

△
 
2
3
7

─
─

政
府
（老

人
被

爆
）

─
─

─
─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

1
,9
2
8
,3
3
5

1
,9
2
7
,3
7
6

9
5
9

1

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法

：
小

児
慢

性
）

2
6
,1
3
0
,9
6
0

2
6
,1
3
0
,9
6
0

─
─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

1
1
,0
6
4
,2
4
1

1
1
,0
6
4
,2
4
1

─
─

都
道

府
県
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す
る

法
律
）

1
2
4
,1
9
2
,0
3
3

1
2
4
,1
9
2
,0
3
3

─
─

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

1
1
0
,7
2
7

1
1
0
,7
2
7

─
─

独
立
行

政
法

人
環

境
再

生
保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

1
4
9
,6
1
4

1
4
9
,6
1
4

─
─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

3
,0
1
0
,6
3
9

3
,0
1
0
,6
2
0

1
8

─

都
道
府
県
・
市
町
村
及
び
特
別
区
（自

治
体

医
療
）

3
1
3
,5
7
9
,1
9
9

3
1
3
,5
7
7
,7
6
2

1
,4
3
6

2
9
,2
5
6

出
産

育
児

一
時

金
等

2
8
9
,2
3
9
,5
3
4

2
8
1
,2
4
7
,4
4
5

7
,9
9
2
,0
8
9

8
,3
5
2
,8
4
9

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

1
4
,7
5
1
,2
2
2
,1
7
6

1
4
,4
7
4
,6
9
0
,6
2
2

2
7
6
,5
3
1
,5
5
4

2
6
8
,8
2
8
,6
9
8

（
注
）
１
．
「
請
求
額
」
に
は
、
前
年
度
収
入
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
「
備
考
」
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
「
収
入
額
」
は
本
年
度
中
に
収
入
し
た
額
で
あ
る
。
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５
　

管
掌

別
事

務
費

収
入

状
況

保
　

険
　

者
　

等
　

の
　

種
　

別
請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

千
円

千
円

千
円

全
国

健
康

保
険

協
会
（健

康
保

険
）

2
9
,4
2
8
,5
5
9

2
7
,0
5
6
,1
9
6

2
,3
7
2
,3
6
2

全
国

健
康

保
険

協
会
（船

員
保

険
）

7
5
,4
0
1

6
9
,3
0
1

6
,1
0
0

共
済

組
合

6
,8
0
6
,7
6
9

6
,1
7
6
,1
6
0

6
3
0
,6
0
9

健
康

保
険

組
合

2
0
,5
3
4
,4
4
3

1
8
,8
2
6
,9
5
7

1
,7
0
7
,4
8
6

政
府
（防

衛
省

の
職

員
の

給
与

等
に

関
す

る
法

律
）

6
7
,2
8
7

6
1
,8
8
0

5
,4
0
6

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
：

感
染

症
結

核
）

3
,3
8
9

3
,1
3
6

2
5
2

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（生

活
保

護
法
）

2
,6
8
6
,2
7
9

2
,4
3
7
,8
5
1

2
4
8
,4
2
7

政
府
（戦

傷
病

者
特

別
援

護
法
）

1
1

0

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

更
生

医
療
）

7
6
,1
5
4

6
9
,8
4
4

6
,3
1
0

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

育
成

医
療
）

3
,6
6
2

3
,3
8
9

2
7
3

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

療
育

の
給

付
）

0
0

─

政
府
（原

子
爆

弾
被

爆
者

に
対

す
る

援
護

に
関

す
る

法
律
）

6
,1
2
3

5
,6
4
6

4
7
6

都
道

府
県

及
び

市
（精

神
保

健
及

び
精

神
障

害
者

福
祉

に
関

す
る

法
律
）

1
,1
5
2

1
,0
5
7

9
5

都
道

府
県

及
び

市
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

精
神

通
院

医
療
）

1
,4
3
6
,7
0
8

1
,3
1
6
,7
5
5

1
1
9
,9
5
2

都
道

府
県
（麻

薬
及

び
向

精
神

薬
取

締
法
）

─
─

─

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（母

子
保

健
法
）

4
,2
6
0

3
,9
0
3

3
5
6

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（障

害
者

総
合

支
援

法
：

療
養

介
護

医
療
）

2
,6
1
8

2
,3
9
1

2
2
6

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（残

留
邦

人
支

援
法
）

1
0
,2
8
7

9
,3
8
8

8
9
8

市
町

村
及

び
特

別
区
（老

人
保

健
法
）

─
─

─

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（感

染
症

法
）

4
,9
3
0
,4
6
6

4
,6
2
6
,8
5
0

3
0
3
,6
1
5

地
方

厚
生

局
（医

療
観

察
法
）

1
,7
4
5

1
,5
9
8

1
4
7

都
道

府
県
（肝

炎
治

療
特

別
促

進
事

業
及

び
肝

が
ん

・
重

度
肝

硬
変

治
療

研
究

促
進

事
業
）

9
,2
2
0

8
,4
4
5

7
7
4

政
府
（老

人
被

爆
）

─
─

─

都
道

府
県
（特

定
疾

患
等
）

2
0
,2
9
5

1
8
,6
4
1

1
,6
5
3

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

小
児

慢
性
）

8
0
,7
6
0

7
4
,3
3
4

6
,4
2
5

都
道

府
県

・
市

及
び

特
別

区
（措

置
等

医
療
）

3
7
,8
1
7

3
4
,2
9
7

3
,5
2
0

都
道

府
県

及
び

市
（難

病
の

患
者

に
対

す
る

医
療

等
に

関
す

る
法

律
）

3
5
7
,6
1
2

3
2
8
,8
1
2

2
8
,7
9
9

社
会

保
険

診
療

報
酬

支
払

基
金

（特
定

Ｂ
型

肝
炎

ウ
イ

ル
ス

感
染

者
給

付
金

等
の

支
給

に
関

す
る

特
別

措
置

法
）

1
,5
6
6

1
,4
4
8

1
1
7

独
立

行
政

法
人

環
境

再
生

保
全

機
構
（石

綿
に

よ
る

健
康

被
害

の
救

済
に

関
す

る
法

律
）

2
7
2

2
4
9

2
3

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（児

童
福

祉
法
：

肢
体

不
自

由
児

通
所

及
び

障
害

児
入

所
医

療
）

2
,6
8
6

2
,4
5
2

2
3
4

都
道

府
県

・
市

町
村

及
び

特
別

区
（自

治
体

医
療
）

8
,7
8
1
,6
1
5

7
,9
3
5
,4
9
0

8
4
6
,1
2
4

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

7
5
,3
6
7
,1
5
6

6
9
,0
7
6
,4
8
6

6
,2
9
0
,6
7
0

（
注
）
 
「
収
入
未
済
額
」
に
は
、
令
和

5
年

2
月
診
療
分
に
係
る
未
収
事
務
費
を
計
上
し
て
い
る
。
な
お
、
3
月

3
1
日
に
保
険
者
か
ら
収
納
し
た
事
務
費
収
入
（

1
0
0
,8
4
4
千
円
）
に
つ
い
て
も
移
替
え
未
了
の
た
め
「
収

入
未
済
額
」
に
含
め
て
計
上
し
て
い
る
。
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6　事業費収支状況

収　　　入 14,733,279,598 千円

支　　　払 14,472,050,141 千円

差　　　引 261,229,457 千円



─ 14─

収
　
　
　
　
　
　
入

科
　
　
　
　
　
　
目

請
　
求
　
額

収
　
入
　
額

収
入
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

１
．
委

託
金

及
び

診
療

報
酬

収
入
　
　

1
4
,7
5
1
,2
2
2
,1
7
6

1
4
,4
7
4
,6
9
0
,6
2
2

2
7
6
,5
3
1
,5
5
4

2
6
8
,8
2
8
,6
9
8

　
１
．
委

託
金

収
入
　

2
,8
7
2
,7
6
4

2
,8
7
2
,7
6
4

─
─

　
　
１
．
共

済
組

合
委

託
金

収
入

8
4
5
,6
6
7

8
4
5
,6
6
7

─
─

　
　
２
．
健

保
組

合
委

託
金

収
入

2
,0
2
7
,0
9
7

2
,0
2
7
,0
9
7

─
─

　
２
．
診

療
報

酬
収

入
　

1
4
,7
4
8
,3
4
9
,4
1
2

1
4
,4
7
1
,8
1
7
,8
5
8

2
7
6
,5
3
1
,5
5
4

2
6
8
,8
2
8
,6
9
8

　
　
１
．
協

会
け

ん
ぽ

診
療

報
酬

収
入

6
,4
7
6
,1
5
7
,3
9
1

6
,2
0
9
,8
7
5
,3
9
1

2
6
6
,2
8
2
,0
0
0

2
5
8
,4
5
1
,0
0
0

　
　
２
．
船

員
保

険
診

療
報

酬
収

入
1
9
,1
3
5
,7
5
1

1
8
,3
4
2
,7
5
1

7
9
3
,0
0
0

8
3
5
,0
0
0

　
　
３
．
共

済
組

合
診

療
報

酬
収

入
1
,2
2
0
,1
9
6
,9
0
6

1
,2
2
0
,1
9
6
,9
0
6

─
─

　
　
４
．
健

保
組

合
診

療
報

酬
収

入
3
,8
6
3
,3
8
0
,7
2
7

3
,8
6
3
,0
9
3
,7
2
7

2
8
7
,0
0
0

3
7
7
,4
8
8

　
　
５
．
自

衛
官

等
診

療
報

酬
収

入
1
4
,2
9
4
,2
0
8

1
4
,2
9
4
,2
0
8

─
─

　
　
６
．
感

染
症

結
核

診
療

報
酬

収
入

1
,4
7
9
,2
9
3

1
,4
7
8
,3
7
7

9
1
5

2
8
8

　
　
７
．
生

活
保

護
診

療
報

酬
収

入
1
,7
1
3
,0
3
5
,9
4
7

1
,7
1
2
,9
9
3
,1
5
7

4
2
,7
9
0

1
2
2
,2
2
4

　
　
８
．
戦

傷
病

者
診

療
報

酬
収

入
8
8

8
8

─
─

　
　
９
．

自
立
支
援
更
生
医
療
診
療
報
酬
収
入

1
5
7
,3
6
8
,6
0
2

1
5
7
,3
4
3
,6
1
9

2
4
,9
8
2

1
6
,6
2
5

　
　
1
0
．

自
立
支
援
育
成
医
療
診
療
報
酬
収
入

8
9
3
,0
8
6

8
9
2
,8
1
2

2
7
3

1
3
9

　
　
1
1
．

児
童
福
祉
療
育
給
付
診
療
報
酬
収
入

3
6
3

3
6
3

─
─

　
　
1
2
．
原

爆
医

療
診

療
報

酬
収

入
3
,6
9
4
,0
6
7

3
,6
9
4
,0
6
7

─
─

　
　
1
3
．
精

神
保

健
診

療
報

酬
収

入
6
,1
4
9
,7
0
3

6
,1
3
0
,4
2
0

1
9
,2
8
2

1
7
,9
2
1

　
　
1
4
．

自
立
支
援
精
神
通
院
医
療
診
療
報
酬
収
入

2
2
2
,9
6
4
,6
4
0

2
2
2
,2
7
5
,1
2
5

6
8
9
,5
1
4

6
0
8
,2
7
0

　
　
1
5
．
麻

薬
取

締
診

療
報

酬
収

入
─

─
─

─
　
　
1
6
．
母

子
保

健
診

療
報

酬
収

入
6
,6
9
3
,3
3
2

6
,6
8
7
,6
5
8

5
,6
7
3

5
,9
0
8

　
　
1
7
．

自
立
支
援
療
養
介
護
医
療
診
療
報
酬
収
入

3
,7
4
6
,5
2
5

3
,7
4
2
,0
2
7

4
,4
9
8

1
,1
9
7

　
　
1
8
．
中

国
残

留
診

療
報

酬
収

入
5
,4
0
3
,7
3
6

5
,4
0
1
,6
1
1

2
,1
2
5

7
8

　
　
1
9
．
老

人
保

健
診

療
報

酬
収

入
─

─
─

─
　
　
2
0
．
感

染
症

診
療

報
酬

収
入

2
4
3
,5
9
0
,6
8
4

2
4
3
,2
0
5
,6
9
0

3
8
4
,9
9
4

1
0
,4
4
7

　
　
2
1
．
医

療
観

察
診

療
報

酬
収

入
1
7
,6
2
6
,3
0
6

1
7
,6
2
6
,3
0
6

─
─

　
　
2
2
．
肝

炎
等

診
療

報
酬

収
入

3
,1
3
2
,9
9
8

3
,1
3
2
,9
9
8

─
─

　
　
2
3
．
特

例
高

齢
者

診
療

報
酬

収
入

△
 
2
3
7

△
 
2
3
7

─
─

　
　
2
4
．
老

人
被

爆
診

療
報

酬
収

入
─

─
─

─
　
　
2
5
．
特

定
疾

患
等

診
療

報
酬

収
入

1
,9
2
8
,3
3
5

1
,9
2
7
,3
7
6

9
5
9

1
　
　
2
6
．
小

児
慢

性
診

療
報

酬
収

入
2
6
,1
3
0
,9
6
0

2
6
,1
3
0
,9
6
0

─
─

　
　
2
7
．
措

置
等

医
療

診
療

報
酬

収
入

1
1
,0
6
4
,2
4
1

1
1
,0
6
4
,2
4
1

─
─

　
　
2
8
．
難

病
医

療
診

療
報

酬
収

入
1
2
4
,1
9
2
,0
3
3

1
2
4
,1
9
2
,0
3
3

─
─

　
　
2
9
．
特

定
Ｂ

型
肝

炎
診

療
報

酬
収

入
1
1
0
,7
2
7

1
1
0
,7
2
7

─
─

　
　
3
0
．
石

綿
救

済
診

療
報

酬
収

入
1
4
9
,6
1
4

1
4
9
,6
1
4

─
─

　
　
3
1
．

児
童

福
祉

障
害

児
入

所
医

療
等

診
療

報
酬

収
入

3
,0
1
0
,6
3
9

3
,0
1
0
,6
2
0

1
8

─
　
　
3
2
．
自

治
体

医
療

診
療

報
酬

収
入

3
1
3
,5
7
9
,1
9
9

3
1
3
,5
7
7
,7
6
2

1
,4
3
6

2
9
,2
5
6

　
　
3
3
．
出

産
育

児
一

時
金

等
収

入
2
8
9
,2
3
9
,5
3
4

2
8
1
,2
4
7
,4
4
5

7
,9
9
2
,0
8
9

8
,3
5
2
,8
4
9

２
．
前

年
度

繰
越

金
　
　

2
4
4
,6
2
8
,8
9
8

2
4
4
,6
2
8
,8
9
8

─
─

　
１
．
委

託
金

繰
越

金
　

5
8
,3
0
9
,0
8
5

5
8
,3
0
9
,0
8
5

─
─

　
　
１
．
共

済
組

合
委

託
金

繰
越

金
1
3
,2
9
4
,3
2
4

1
3
,2
9
4
,3
2
4

─
─

　
　
２
．
健

保
組

合
委

託
金

繰
越

金
4
5
,0
1
4
,7
6
1

4
5
,0
1
4
,7
6
1

─
─

　
２
．
診

療
報

酬
繰

越
金
　

1
8
6
,3
1
9
,8
1
3

1
8
6
,3
1
9
,8
1
3

─
─

３
．
事

務
費

補
填

受
入

金
　
　

─
─

─
─

　
１
．
事

務
費

か
ら

の
補

填
受

入
金
　

─
─

─
─

計
1
4
,9
9
5
,8
5
1
,0
7
5

1
4
,7
1
9
,3
1
9
,5
2
0

2
7
6
,5
3
1
,5
5
4

2
6
8
,8
2
8
,6
9
8

仮
　
　
受
　
　
金

─
1
3
,9
6
0
,0
7
7

─
─

　
１
．
一

般
仮

受
金
　

─
1
0
2
,4
2
0

─
─

　
２
．
負

担
金

等
仮

受
金
　

─
─

─
─

　
３
．
源

泉
徴

収
税

額
　

─
1
3
,8
5
7
,6
5
7

─
─

収
　
　
入
　
　
合
　
　
計

─
1
4
,7
3
3
,2
7
9
,5
9
8

─
─

（
注
）
１
．
委
託
金
及
び
診
療
報
酬
収
入
は
、
「
４
管
掌
別
診
療
報
酬
収
入
状
況
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
委
託
金
及
び
診
療
報
酬
収
入
の
請
求
額
に
は
、
前
年
度
収
入
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
備
考
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。

　
　
 
３
．
源
泉
徴
収
税
額
は
、
所
得
税
源
泉
徴
収
額
の
う
ち
未
納
付
額
で
あ
る
。
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支
　
　
　
　
　
　
払

科
　
　
　
　
　
　
　
目

支
払
確
定
額

支
　
払
　
額

支
払
未
済
額

備
　
　
　
考

千
円

千
円

千
円

千
円

１
．
診

療
報

酬
支

払
　

1
4
,4
8
2
,8
4
7
,5
4
3

1
4
,4
7
2
,0
5
0
,1
4
1

1
0
,7
9
7
,4
0
2

1
1
,2
4
9
,9
7
0

　
１
．
協

会
け

ん
ぽ

診
療

報
酬

支
払

6
,2
0
9
,9
6
1
,7
5
1

6
,2
0
9
,8
7
5
,4
5
4

8
6
,2
9
6

8
0
,6
8
1

　
２
．
船

員
保

険
診

療
報

酬
支

払
1
8
,3
4
2
,9
6
9

1
8
,3
4
2
,8
8
7

8
2

1
7
4

　
３
．
共

済
組

合
診

療
報

酬
支

払
1
,2
2
0
,1
7
4
,3
9
6

1
,2
2
0
,1
6
0
,9
0
1

1
3
,4
9
5

2
2
,5
8
1

　
４
．
健

保
組

合
診

療
報

酬
支

払
3
,8
6
3
,0
6
8
,1
1
8

3
,8
6
3
,0
2
0
,6
9
4

4
7
,4
2
3

4
9
,1
6
4

　
５
．
自

衛
官

等
診

療
報

酬
支

払
1
4
,2
9
8
,8
4
2

1
4
,2
9
8
,7
6
9

7
2

3
1

　
６
．
感

染
症

結
核

診
療

報
酬

支
払

1
,4
5
7
,9
4
8

1
,4
5
7
,9
4
5

2
─

　
７
．
生

活
保

護
診

療
報

酬
支

払
1
,7
1
4
,4
9
7
,4
3
9

1
,7
1
4
,4
4
4
,3
7
5

5
3
,0
6
3

2
4
,1
7
8

　
８
．
戦

傷
病

者
診

療
報

酬
支

払
8
6

8
6

─
─

　
９
．

自
立

支
援

更
生

医
療

診
療

報
酬

支
払

1
5
7
,3
5
2
,6
1
9

1
5
7
,3
5
3
,2
5
8

△
 
6
3
8

4
,3
1
5

　
1
0
．

自
立

支
援

育
成

医
療

診
療

報
酬

支
払

8
8
6
,3
4
0

8
8
6
,3
3
7

2
─

　
1
1
．

児
童

福
祉

療
育

給
付

診
療

報
酬

支
払

1
7
3

1
7
3

─
─

　
1
2
．
原

爆
医

療
診

療
報

酬
支

払
3
,6
9
4
,0
2
1

3
,6
9
4
,0
0
6

1
4

─

　
1
3
．
精

神
保

健
診

療
報

酬
支

払
6
,0
6
4
,6
3
9

6
,0
6
4
,6
3
9

─
─

　
1
4
．

自
立

支
援

精
神

通
院

医
療

診
療

報
酬

支
払

2
2
1
,3
1
5
,7
7
0

2
2
1
,3
0
9
,5
5
4

6
,2
1
5

1
,8
4
3

　
1
5
．
麻

薬
取

締
診

療
報

酬
支

払
─

─
─

─

　
1
6
．
母

子
保

健
診

療
報

酬
支

払
6
,6
6
8
,1
7
8

6
,6
6
8
,1
7
8

─
─

　
1
7
．

自
立

支
援

療
養

介
護

医
療

診
療

報
酬

支
払

3
,7
4
2
,1
7
3

3
,7
4
2
,1
7
3

─
─

　
1
8
．
中

国
残

留
診

療
報

酬
支

払
5
,4
0
3
,7
7
3

5
,4
0
3
,7
4
1

3
1

△
 
6

　
1
9
．
老

人
保

健
診

療
報

酬
支

払
─

─
─

─

　
2
0
．
感

染
症

診
療

報
酬

支
払

2
4
3
,5
0
2
,0
3
4

2
4
3
,4
9
6
,3
9
1

5
,6
4
3

3
,0
9
6

　
2
1
．
医

療
観

察
診

療
報

酬
支

払
1
7
,6
2
6
,3
0
4

1
7
,6
2
6
,3
0
4

─
─

　
2
2
．
肝

炎
等

診
療

報
酬

支
払

3
,1
5
1
,5
4
9

3
,1
5
1
,5
4
9

─
1
5

　
2
3
．
特

例
高

齢
者

診
療

報
酬

支
払

△
 
3
3
6

△
 
2
4
2

△
 
9
4

△
 
9
9

　
2
4
．
老

人
被

爆
診

療
報

酬
支

払
─

─
─

─

　
2
5
．
特

定
疾

患
等

診
療

報
酬

支
払

1
,9
2
7
,0
4
5

1
,9
2
7
,1
5
3

△
 
1
0
7

△
 
1
9

　
2
6
．
小

児
慢

性
診

療
報

酬
支

払
2
6
,1
2
8
,2
2
7

2
6
,1
2
8
,1
8
8

3
8

3
0
8

　
2
7
．
措

置
等

医
療

診
療

報
酬

支
払

1
0
,9
8
0
,0
2
1

1
0
,9
7
8
,3
4
3

1
,6
7
7

3
0

　
2
8
．
難

病
医

療
診

療
報

酬
支

払
1
2
3
,6
2
9
,1
3
9

1
2
3
,6
2
5
,6
7
4

3
,4
6
4

9
7
0

　
2
9
．
特

定
Ｂ

型
肝

炎
診

療
報

酬
支

払
1
1
0
,7
5
1

1
1
0
,7
7
4

△
 
2
2

─

　
3
0
．
石

綿
救

済
診

療
報

酬
支

払
1
4
9
,6
1
3

1
4
9
,6
1
5

△
 
1

△
 
1

　
3
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．

児
童
福
祉
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害
児
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所
医
療
等
診
療
報
酬
支
払

3
,0
1
5
,9
0
4

3
,0
1
5
,9
0
4

─
─

　
3
2
．
自

治
体

医
療

診
療

報
酬

支
払

3
1
3
,7
5
1
,2
2
8

3
1
3
,7
4
7
,7
8
3

3
,4
4
5

2
,5
7
0

　
3
3
．
出

産
育

児
一

時
金

等
支

払
2
9
1
,9
4
6
,8
1
8

2
8
1
,3
6
9
,5
2
3

1
0
,5
7
7
,2
9
5

1
1
,0
6
0
,1
3
3

２
．
事

務
費
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入

金
払

出
　

─
─

─
─

　
１
．
事
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費
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ら

の
補

填
受

入
金

払
出

─
─

─
─

支
　
　
払
　
　
合
　
　
計

1
4
,4
8
2
,8
4
7
,5
4
3

1
4
,4
7
2
,0
5
0
,1
4
1

1
0
,7
9
7
,4
0
2

1
1
,2
4
9
,9
7
0

（
注
）
１
．
診
療
報
酬
支
払
は
、
「
３
管
掌
別
診
療
報
酬
支
払
状
況
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　
　
 
２
．
診
療
報
酬
支
払
の
支
払
確
定
額
に
は
、
前
年
度
支
払
未
済
額
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
該
額
は
備
考
欄
に
付
記
し
た
額
で
あ
る
。
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７　令和４事業年度における事業の実施状況

第１　令和４事業年度における事業の概況

〇�　社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）では、令和４年度を「新生支
払基金を創建する年」と位置付け、審査事務集約の目的である審査事務の効率化や審査結
果の不合理な差異解消の取組を円滑に実施できる組織体制へ刷新した。

〇�　組織改革については、令和元年５月の支払基金法の改正により支部必置規定が廃止され
たことに伴い、審査結果の不合理な差異の要因となり得る状況であった支部完結型の業務
実施体制から、本部を中心とした全国統一的な業務実施体制とするため、10 月に電子レセ
プトの審査事務の集約拠点となる「審査事務センター（分室）」と、各都道府県に引き続
き設置する審査委員会の審査補助を担う「審査委員会事務局」に再編した。
　�　新組織の安定稼働に向けた基本的な方針を掲げ、地方組織の各拠点においては、その具
体的な取組内容となる業務運営方針及び行動計画を策定して職員へ周知し、組織としての
一体感の醸成を図り、さらには審査運営協議会の場においても当該運営方針の説明を行っ
た。
　�　10 月の審査事務集約実施後３か月は、業務の安定稼働の実現に向け新たな業務の手法に
順応させ、また長時間通勤等への環境整備に努めるとともに、令和５年１月からは、職員
が複数の都道府県の審査事務を担当することにより、審査結果の差異事例を把握し、各ブ
ロック内の都道府県の審査委員で構成する診療科別ワーキンググループ（以下「診療科別
ＷＧ」という。）において検討を開始した。
　�　また、審査結果の差異の見える化を目的とした審査の差異の可視化レポーティングにつ
いては、フォローアップ対象事例の改善状況等の公表を適時行った。
　�　さらに、関係者に対するサービスの向上を目的として、担当者及び連絡先が検索できる
「医療機関等照会連絡先検索機能」をホームページに搭載し、保険医療機関及び保険者等
からの審査結果等の照会対応業務においては、担当者が自ら審査結果等について説明責任
を果たすダイレクト・レスポンスの取組を徹底した。

〇�　10 月にＡＩによるレセプト振分け機能の目視対象レセプトを２割から 1.5 割とすると
ともに、現行業務の棚卸しにより、間接部門（庶務・人事・経理）における無駄な業務の
廃止や本部及び審査事務センターへの集約化を実施し、業務の効率化を図った。
　�　新たなキャリアパスについては、令和６年度からの運用開始を目指し、「（仮称）審査エ
キスパートコース」、「（仮称）経営幹部コース」、「（仮称）データヘルスエキスパートコー
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ス」及び「（仮称）標準コース」を設定し、職員へ説明の上、令和５年１月に職員自らが希
望するコースの調査を実施した。

〇�　データヘルスに関する取組においては、令和４年度を「データヘルスの積極展開の年」
と位置付け、オンライン資格確認等システムの基盤を活用した保健医療情報（特定健診等
情報、薬剤情報、医療費情報）の提供に加え、９月から保険医療機関を受診した際の透析
等の診療情報の提供を開始した。
　�　また、処方・調剤情報を迅速に提供するための電子処方箋管理サービスを令和５年１月
から全国で運用開始した。
　�　さらに、４月からＮＤＢ（レセプト情報・特定健診等情報データベース）に係る運用管
理等の業務委託を受け事業を開始した。

〇�　審査事務集約に伴い、職員が柔軟な働き方が可能となるよう、また、長時間通勤となる
職員の負担軽減を図るためフレックスタイム制及び時差出勤制度を導入するとともに、11
月から在宅審査事務を導入した。
　�　審査委員の在宅審査については、新型コロナウイルスの感染拡大等の非常時に備えると
ともに、遠隔地等の審査委員による審査時間の確保を図るため、６月から開始した。
　�　また、令和５年度予算編成においては、手数料の変動を緩和し、財政運営の安定化を図
る仕組みについて関係団体と協議を行い、引き続き具体的な安定化方策の検討を進めた。

第２　新しい組織体制の確立に向けた取組

１　組織改革の実施
　⑴　新たな組織体制の構築
　　�　審査事務集約の目的である審査結果の不合理な差異解消や審査事務の効率化の取組を
円滑に実施するため、10 月にブロックごとに審査結果の不合理な差異解消の中心的な
役割を担う中核審査事務センターを６拠点、地理的な独立性が高いエリアに地域審査事
務センターを４拠点、職員の通勤の選択を可能にするための審査事務センター分室を４
拠点設置し、14拠点に電子レセプトの審査事務及び職員を集約した。

　　�　また、審査委員会については、引き続き 47都道府県に設置することとし、審査委員会
の審査補助を担う審査委員会事務局を各都道府県に設置した。

　　�　審査委員会事務局では、保険者代表、被保険者代表、診療担当者代表、公益代表の委員
により構成される審査運営協議会を設置し、審査実績状況、審査結果の不合理な差異解
消の取組状況等を報告・議論している。
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　　�　組織目標の達成に向け、本部と中核審査事務センターが緊密な連携の下に、ブロック
内全拠点の目標達成の進捗管理を確実に行う体制を構築した。

　⑵　組織編成と最適な人員配置
　　�　審査事務集約に向け、４月に人事ローテーション等の人事配置方針を策定し、５月に
全職員へ配置先を内示した。

　　�　審査委員会事務局においては、審査委員会の審査補助や保険医療機関及び保険者等の
窓口業務を担う体制として、令和２年 10 月に実施した事務量調査を基に、必要な人員を
配置した。

　　�　また、審査事務センター（分室）においては、審査の質を確保するため、専門診療科
に特化した組織体制を構築した。

　　�　さらに、何層にもわたる冗長な指揮命令系統を改めフラットな組織体制を構築すると
ともに、管理職ポストを適正化し、責任の明確化を図った。

　　�　これらの見直しのほか、業務の棚卸しによる間接部門（庶務・人事・経理）業務の本
部への集約化や、ＡＩによるレセプト振分け機能の活用による審査事務の効率化を図り、
令和６年度末の 3,500 人体制の達成に向けて、令和４年度の職員定員を令和３年度末か
ら 120 人減の 3,926 人とした。

２　審査結果の不合理な差異解消の取組
　⑴　診療科別審査事務体制の確立と審査の差異事例の検討・統一化
　　�　審査事務集約前に各都道府県にあった審査基準（支部取決）について、９月までに重
複や整合性の整理を行い、医科は 26,487 取決を 10,978 事例に、歯科は 6,246 取決を 1,100
事例に、調剤は 466 取決を 335 事例に整理の上、検討・統一を進めた。

　　�　令和５年３月末時点で、医科については、10,978 事例中 10,244 事例（93.3％）の検討
が終了し、341 事例を全国又はブロックで統一、9,903 事例を削除とした。また、歯科に
ついては、８月に 1,100 事例すべての検討が終了し、1,009 事例を全国統一、91 事例を削
除とした。同様に、調剤についても、12 月に 335 事例すべての検討が終了し、301 事例
を全国統一、34 事例を削除とした。

　　�　医科の検討未終了の取決については、引き続き検討を進め、令和５年９月に 10,978 事
例すべての検討の一巡を終了し、令和７年３月までに統一に向けた検討を終了する予定
である。

　　�　審査事務集約後は審査事務センター（分室）において診療科別の組織を構成し、令和
５年１月から、職員の出身都道府県と集約拠点のレセプトを一部交換することによる複
数都道府県のレセプト審査事務を開始した。
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　　�　令和５年１月から３月までの３月間に職員が把握した差異事例（306事例※１）のうち、
42 事例※２が診療科別ＷＧの検討対象と整理し、19 事例について検討を開始した。

　　　※１�　職員が複数都道府県レセプト間の審査結果（査定・請求どおり）の違いを発見したもの
　　　※２�　職員が把握した差異事例について診療科別ＷＧ委員（座長）が確認した結果、不合理な差異等によ

り、診療科別ＷＧでの検討を要すると判断されたもの

　⑵　審査の差異の可視化レポーティングの実施
　　ア　審査の一般的な取扱い事例及び審査情報提供事例
　　　�　医科については、令和３年度に公表した審査の一般的な取扱い 31 事例及び審査情

報提供事例 82 事例の計 113 事例のうち、検証後レポートにおいて「取扱いと異なる
審査」が確認された 47 事例をフォローアップ対象として早期確認※を実施した。

　　　�　また、早期確認を実施後、フォローアップ対象 47 事例のうち概ね１年を経過した
21 事例について１年後検証を実施し、13 事例の差異が解消され、８事例について引き
続きフォローアップを実施することとした。

　　　�　歯科については、審査情報提供事例 56 事例のうち、検証後レポートの結果、14 事例
をフォローアップ対象とした。
※　検証後レポート公表から概ね半年後に改善状況の早期確認を実施

　　イ　多くの付箋がつくコンピュータチェック事例（年間 2,000 件以上）
　　　�　令和４年度の事業計画に基づき、年間 2,000 件以上のコンピュータチェック付箋が

付く事例について、医科 59 事例、歯科３事例及び調剤１事例、合計 63 事例の検証前
レポートを公表した。

　⑶　統一的なコンピュータチェックルールの設定
　　ア　統一的・客観的なコンピュータチェックルールの設定
　　　�　原審査時においてコンピュータチェックがなく、保険者からの再審査や職員の疑義

による査定箇所が１年間で 500 を超え、かつ該当都道府県が 30 を超える 251 の医薬
品・診療行為等について分析した結果、コンピュータチェック条件の設定が有効と判
断した事例について、令和４年度においては、143 事例設定し、合計 146 事例とした。

　　　�　また、同一成分医薬品等 895 事例についても同時に設定した。
　　　�　なお、未設定の 50 事例については、令和５年８月までにコンピュータチェックの設

定を完了する。
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分析対象 事例数 分析結果 設定
事例数 未設定 備考

査定箇所が
１ 年 間 で
500 を超え、
かつ該当都
道府県が 30
を超えるも
の

251

条件設定が
有効

110
(86)

143
(3) 50

同一成分医薬
品等の設定
895 事例

設定困難※ 55
※分析の結果、主たる診療行為の査定に
付随して査定となる事例や、統一的な条
件の設定が困難であると判断した事例

　　（　）内の数字は、令和３年度の事例数

　　イ　コンピュータチェックルールの公開　
　　　�　公開基準において慎重に検討することとした医薬品の用法・用量等の事例について

は、令和２年に実施した試行的公開の結果、懸念されていた過剰な請求や過小な請求
は確認されなかったため、関係団体からの了解を得て、10 月から

　　　①�チェックマスタについては、新たに 7,566 事例を公開し、48,012 事例のうち 23％に
当たる 11,084 事例となった。

　　　②�本部点検条件については、新たに 29,118 事例を公開し、222,688 事例のうち 45％に
当たる 99,111 事例となった。

　　　�　また、公開したコンピュータチェックルールについては、保険医療機関等のシステ
ムに取り込み易いよう、機械可読式のファイルによって提供した。

チェック種
別

チェック内容
令和３年９月 令和４年 10 月 拡大

事例数公開数 公開率 公開数 公開率

①�チェック
マスタ

医薬品添付文書等をも
とにチェック（効能・
効果、用法、用量等）

3,518
（52,577）

7%
11,084

（48,012）
23% 7,566

②�本部点検
条件

告示・通知、疑義解釈資
料等をもとにチェック
（電子点数表以外）

69,993
（399,208）

18%
99,111

(222,688)
45% 29,118

　　�※�　公開率については、（　）内に記載した数字のコンピュータチェック実施数に対するコンピュータ
チェック公開数の割合である。

　　ウ　コンピュータチェックに適したレセプト様式の見直し
　　　�　レセプト摘要欄の診療行為に係る選択式記載項目については、令和２年度の診療報

酬改定における選択式記載項目（615 項目）のうち、未措置項目（24 項目）の対応に
ついて厚生労働省に要請した結果、令和４年度の診療報酬改定において、同改定にお
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ける新規項目も含めた全ての項目（720 項目・2,753 コード）が選択式記載項目とし
て措置された。

　　　�　また、令和４年度の診療報酬改定において、レセプト摘要欄の選択式記載項目とし
て、医薬品に係る項目（135 項目・598 コード）及び検査値に係る項目（32 項目・35
コード）が措置された。

　　　�　これを踏まえ、措置された項目のうち、診療行為に係る 1,828 コード、医薬品に係
る 43 コード及び検査値に係る７コードについては、コンピュータチェックに取り込
みを行った。

　　（コンピュータチェック状況）

令和４年度

診療行為 医薬品 検査値

選択式項目数 /
全項目数

720/720※
（100.0％）

135/135
（100.0％）

32/32
（100.0％）

ＣＣコード数
/選択式コード数

1,828/2,753
（66.4％）

43/598
（7.2％）

7/35
（20.0％）

　　��※　参考：令和２年度　選択式項目数 /全項目数　591/615（96.1％）

　⑷　本部審査の拡大
　　�　本部審査については、厚生労働省及び国民健康保険中央会（以下「国保中央会」とい
う。）と検討を進め、入院外レセプトについては廃止することとし、入院レセプトについ
ては、これまで 38 万点以上のものから、10 月より特定機能病院及び臨床研究中核病院
の入院レセプトに限り 35 万点以上として拡大を図った。

　⑸　国保連との審査基準の取扱いの統一
　　ア　国保連との地域レベルでの審査基準協議体制の検討
　　　�　厚生労働省や国保中央会と連携の上、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」と

いう。）との地域レベルでの審査基準協議体制の検討を行い、審査事務集約以降、ブ
ロックで統一した審査基準（ブロック取決）については、当該ブロック内の都道府県
国保連に対して、各都道府県での支払基金と国保連との打合せ等において情報提供
（説明）を行う仕組みを策定し、地域レベルで審査基準統一事例の共有を行うことと
した。

　　　�　令和５年３月末時点で、３ブロック９県の審査委員会事務局において、従前の支部
取決事項を起点に取りまとめたブロック取決について、各県の国保連に対し情報提供
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を行った。

　　イ　国保連とのコンピュータチェックの統一化
　　　�　受付事務点検及び電子点数表のコンピュータチェックの整合確認を了していること

から、それ以外のコンピュータチェックについて、令和３年９月以降、支払基金のコ
ンピュータチェックを国保中央会に提供し、令和４年度においても引き続き整合確認
の方法等について協議を実施した。令和５年１月には、国保中央会から全国統一され
たコンピュータチェックの提供を受け、互いのチェックシステムやロジックについて
整合確認を行い、その結果、内容が完全一致しない等の複数の課題が抽出された。そ
のため、令和５年４月に厚生労働省を含めた三者において今後の作業方針を策定した。

　　　�　なお、新たなコンピュータチェックの設定に当たっては、両機関で即時共有するた
めの打合せやコンピュータチェックの情報交換を引き続き実施することとした。

　　ウ　国保連との審査委員の併任に係る検討
　　　�　支払基金の審査委員改選期が令和５年６月であることから、国保連の審査委員と併

任している審査委員の継続を確保する。当該改選期に退任する審査委員の後任につい
ては、国保連の審査委員の中から併任可能な審査委員がいる場合に委嘱する等の検討
を進めるとともに、審査委員の併任の課題の把握に努めた。

３　新たな組織の役割・責任を踏まえた審査の質の向上に向けた取組
　⑴　新たな組織の役割を踏まえた審査の目標
　　�　審査事務集約後の数値目標については、新体制の役割を踏まえ、審査事務センター（分
室）と審査委員会事務局ごとに目標設定した。また、令和４年度前期は、令和３年度目
標の考え方を踏襲し、審査の充実を図った。

　　�　審査事務集約に伴い、審査実績が低下しないよう次のとおり取り組んだ結果、多くの
数値目標については、前年度と比較し、格段に実績が向上した。

　　①　担当者ごとのＰＤＣＡ管理
　　　�　数値目標については、担当者ごとに「ＰＤＣＡ管理ツール」を用い、数値実績を管

理するとともに、担当者ごとの課題把握及び審査事務後の検証を毎月実施した。

　　②　本部からの指摘（14 日頃）
　　　�　毎月の審査実績について、本部で分析を行い、数値低下が継続している、急激に数

値の変化が生じた等、各拠点における詳細な要因分析及び対応策の策定を中核審査事
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務センターに指示した。

　　③　目標達成会議（18 ～ 23 日頃）
　　　�　61 拠点（センター、分室、事務局）ごとに、毎月目標達成会議を開催し、実績にお

ける要因分析及び具体的な対応策を策定した。

　　④　ブロック幹部会議（月末）
　　　�　本部役員を交えたブロックごとの幹部会議を毎月開催し、本部から指示されている

数値目標の要因分析結果及び今後の対応等について報告を受けるとともに、懸念点を
議論することで目標管理体制の強化を図った。

　　�　このほか、審査事務センター（分室）は複数の出身都道府県の職員で構成されている
ため、リエゾン（地域別担当管理職）を中心とした出身県別打合せ会を毎月５日頃開催
し、県ごとの目標に係る分析及び対応策を検討の上、目標達成会議で議論した。

　　ア　審査事務センター（分室）の数値目標
　　　①　目視対象レセプトに対する審査事務実施割合
　　　　�　ＡＩにより振り分けられたレセプトは確実に審査事務を行うために新たに目標に

掲げたところ、３年度実績値の 75.72％から 92.76％となり、大幅に向上した。なお、
本目標についての評価は単独で行うものではなく、その他の数値目標と併せて評価
を行うものとしている。

　　　②　目視レセプト請求１万点当たり独自疑義付箋契機の原審査査定点数
　　　　�　原審査における審査の質を確保するためには、査定に結び付く可能性が高いレセ

プトに対して職員による独自疑義付箋の貼付が重要であるため目標設定したもので
あり、その後期実績は、３年度実績値の 13.45 点を下回る 11.85 点であった。この
状況を踏まえ、原審査における審査委員独自査定事例及びＣＣなし再審査査定事例
について、審査委員に審査結果の根拠を確認し、確実な処理に繋げるよう徹底を図っ
た。

　　　③　原審査目視レセプト請求１万点当たり原審査時ＣＣ解除分の再審査査定点数
　　　　�　再審査査定のうち、原審査時にコンピュータチェックの対象となっていたものを

確実に処理することを目標に設定したものであり、後期実績は概ね目標を達成し、
３年度実績値の 0.93 点からほぼ半減となる 0.48 点と格段に実績が向上した。
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　　　④�　審査結果（査定）理由（職員疑義付箋貼付分）のうち「適切でない審査結果理由」
の記載割合

　　　　�　適切な審査結果理由を記載するという観点で新たに設定した目標であり、「適切
でない審査結果理由」の記載割合が３年度実績値の 13.06％から４分の１となる
3.17％と格段に実績が向上した。

　　　⑤�　原審査請求 100 万点当たり再々審査査定点数のうち告示通知に係る査定点数（電
子レセプト、併設事務局の紙レセプト）

　　　　�　再々審査査定のうち、告示通知に係る査定分を撲滅するため目標設定したもので
あり、その後期実績は、３年度実績値の 3.03 点から 2.69 点と実績が向上した。

項目 （４年度後期）
目標値

（３年度）
実績値

（４年度後期�
：集約後）
実績値※2

①�目視対象レセプトに対する審査事
務実施割合 100％ 75.72％※ 1 92.76％

②�目視レセプト請求１万点当たり独
自疑義付箋契機の原審査査定点数 15.41 点 13.45 点※ 1 11.85 点

③�原審査目視レセプト請求１万点当
たり原審査時ＣＣ解除分の再審査
査定点数

0.47 点 0.93 点※ 1 0.48 点

④�審査結果（査定）理由（職員疑義
付箋貼付分）のうち「適切でない
審査結果理由」の記載割合

0％ 13.06％� 3.17％

⑤�原審査請求 100 万点当たり再々審
査査定点数のうち告示通知に係る
査定点数（電子レセプト、併設事
務局の紙レセプト）

0点 3.03 点 2.69 点

※１�　①、②及び③の令和 3年度実績値については、令和 3年度の実績を基に目視割合 15％とした場合の
値である。

※２�　実績値は、①及び④においては令和 5年 3月審査分、②、③及び⑤においては令和 4年 10 月から令
和 5年 3月審査分の値である。

　　イ　審査委員会事務局の数値目標
　　　�　審査委員会事務局に関しては、審査委員会を補助する観点から新たな数値目標を設

定し取り組んだところである。
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　　　①　目視対象レセプトに対する審査実施割合
　　　　�　ＡＩにより振り分けられたレセプトは確実に審査を行うために新たに目標に掲げ

たが、３年度実績値 85.63％を下回る 80.90％であった。この状況を踏まえ、再審査
の査定が目視対象レセプトから多数発生している状況を審査委員に説明し、目視率
の向上に努めた。

　　　②　原審査目視レセプト請求１万点当たり原審査時疑義貼付分の再審査査定点数
　　　　�　職員が疑義付箋を貼付したレセプトについて、審査委員会事務局が確実に処理す

ることで、再審査での査定を防止することを目的に設定し、３年度実績値 0.71 点か
ら 0.69 点と実績が向上した。

　　　③�　審査結果（査定）理由（審査委員独自査定分）のうち「適切でない審査結果理由」
の記載割合

　　　　�　審査委員が独自に査定した審査結果理由を明確に記載することを目的として設定
し、「適切でない審査結果理由」の記載割合が３年度実績値 10.86％から３分の１
となる 3.88％と格段に実績が向上した。

　　　④�　原審査請求 100 万点当たり再々審査査定点数のうち告示通知に係る査定点数（単
独設置事務局の紙レセプト）

　　　　�　単独設置事務局の紙レセプトの告示通知に係る再々審査査定を撲滅することを目
的に設定し、３年度実績値 0.73 点から再々審査査定点数がほぼ半減となる 0.40 点
と格段に実績が向上した。

項目 目標値 ３年度実績値 実績値※2

①�目視対象レセプトに対する審査実施
割合 100％ 85.63％※ 1 80.90％

②�原審査目視レセプト請求１万点当た
り原審査時疑義貼付分の再審査査定
点数

0.35 点 0.71 点※ 1 0.69 点

③�審査結果（査定）理由（審査委員独
自査定分）のうち「適切でない審査
結果理由」の記載割合

0％ 10.86％ 3.88％

④�原審査請求 100 万点当たり再々審査
査定点数のうち告示通知に係る査定
点数（単独設置事務局の紙レセプト）

0点 0.73 点 0.40 点
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※１�　①及び②の令和 3年度実績値については、令和 3年度の実績を基に目視割合 15％とした場合の値で
ある。

※２�　実績値は、①及び③においては令和 5年 3月審査分、②及び④においては令和 4年 10 月から令和 5
年 3月審査分の値である。

　
　⑵　業務運営方針、行動計画の策定
　　�　業務運営方針については、10 月の審査事務集約に向け、本部と地方組織において複数
回打合せを実施した上で、拠点別（６ブロック、４地域審査事務センター、４分室、47
審査委員会事務局）に業務運営方針を策定した。

　　　また、職員及び関係者に対し、組織目標達成に向けた取組方針等を説明した。
　　�　行動計画については、各地方組織において、業務運営方針に沿った具体的な取組方法
を策定し、地方組織長から職員に対して新組織での新たな目標や具体的な業務処理方法
等について周知し、共通認識を持って組織目標の確実な達成に向けた取組を実施した。

　⑶　適正なレセプト提出に向けた支援等
　　�　保険医療機関等への適正なレセプト提出に向けた改善要請については、都道府県によ
り基準が異なっていたため、令和４年度は全国統一的な基準を定め試行的に実施した。
具体的には、算定ルールに関する同一誤り事例が５件以上発生している保険医療機関等
に対して文書及び電話等による改善要請を実施した。その結果、改善要請を行った保険
医療機関等においては、約９割が適正なレセプト請求となり一定程度の効果が認められ
たことから、令和５年４月から本格実施に移行し、着実に取り組むこととした。

　　�　審査に関する苦情等相談窓口に寄せられた審査に関する相談等については、令和４年
度中に 80 事例（医科 64 事例、歯科 10 事例、調剤６事例）を受付し、70 事例（医科 54
事例、歯科 10 事例、調剤６事例）を回答した。

　⑷　審査調整役の勤務体制及び役割の確立
　　�　審査事務集約後は、審査事務センター（分室）に多くの職員が所在して審査事務を実
施するとともに、診療科別ＷＧを中心として審査結果の不合理な差異解消の取組を行う
ことを踏まえ、医療顧問から審査調整役に名称変更し、診療科別ＷＧへの参画、審査事
務センター（分室）職員からの照会対応や職員研修の実施、外部関係者への対応等の職
務内容を明確にした上で、勤務時間に応じた多様な勤務体制（月 124 時間勤務、月 104
時間勤務、月 84 時間勤務、非常勤）とし、年度当初の 150 名から審査事務集約時におい
て 264 名（常勤：156 名、非常勤：108 名）に増員を図った。
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４　審査支払業務の効率化
　⑴　ＡＩによるレセプト振分け機能の精緻化
　　�　ＡＩによる、人による審査を必要とするレセプト、人による審査を必要としないレセ
プト振分けの精度向上を図るため、令和４年度の診療報酬改定や新型コロナ患者に対す
る診療行為等の改廃に対応した学習データ等によりモデルを作成した。また、令和４年
10 月審査分から振分対象を、ＤＰＣを除く入院レセプトをＡＩによる振分対象に拡大す
るとともに、コンピュータチェックを精緻化する等の対策により、レセプト全体の 85％
程度を人による審査を必要としないレセプトとした。

　⑵　審査支払システムの診療報酬改定への対応
　　�　令和４年度の診療報酬改定において、記録条件仕様、標準仕様、基本マスタ及び電子
点数表を改定内容に沿って整備し、厚生労働省の診療報酬情報提供サービス及び支払基
金ホームページを通じて保険医療機関、保険者等に情報提供を行った。

　　�　診療報酬改定に伴い、ＡＳＰ機能に 29 事例を追加した他、必要な審査支払システムの
改修を行った。

　　�　記録方法の変更に係る留意すべき事項については、令和４年度版電子レセプト作成手
引きを支払基金ホームページに掲載し、保険医療機関等に情報提供を行った。

　⑶　訪問看護レセプトの電子化
　　�　令和６年５月からの稼働を目途に、訪問看護レセプトのオンライン請求に向けた検討
については、厚生労働省等と連携の上、訪問看護ステーション宛ての連絡文書による周
知及びシステムベンダ向け説明会（動画配信）を行った。また、システム開発については、
基本設計及び詳細設計を行い、令和５年１月から実施した。

　⑷　国保中央会・国保連との審査支払システムの共同開発
　　�　国保中央会・国保連との受付領域の共同利用については、令和６年４月からの共同利
用の開始を目指し、国保総合システムの更改の中で、設計・開発を開始した。

　　�　また、コンピュータチェックの整合については、令和４年度においても引き続き整合
確認の方法等について協議を実施し、令和５年４月に厚生労働省を含めた三者において
今後の作業方針を策定した。

　　�　さらに、審査の差異の可視化レポーティング機能の整合について、国保中央会におい
て令和５年秋頃の開始を目指し、検討を進めた。

　　�　加えて、国保中央会と支払基金の審査支払システムの共同開発に向けて、アドバイザ
リーボードの意見を踏まえ、診療報酬改定ＤＸとの整合性を確保しつつ、令和５年度中
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に一定の整理を行うことを目指して、令和５年１月から審査支払システム共同開発作業
班において、審査支払システムの業務要件の整合性の確保に向けた調整を開始した。

　⑸　紙レセプト処理の集約化
　　�　審査事務集約を見据え、令和４年度当初から本支部間で協議を重ね、審査事務集約の
２カ月前である８月処理から紙レセプトの請求支払業務のうち画像取得業務及びデータ
入力業務について、処理体制を集約化した。

　　�　処理体制の集約化を踏まえ、同年８月及び９月で課題となった点を本支部間及び拠点
単位で協同し改善することにより、10 月の審査事務集約時の業務運営を円滑に実施する
ことができた。

　　　なお、処理体制の集約化により請求支払業務の効率化を図った。

　　（参考）紙レセプト処理の集約

区分 令和４年７月処理まで 令和４年８月処理から

画像取得業務 47 都道府県
６拠点
（北海道、埼玉、東京、愛知、大阪、
福岡）

データ入力業務 ５拠点
（埼玉、神奈川、愛知、兵庫、福岡）

３拠点
（埼玉、愛知、福岡）
※神奈川、兵庫

※�　データ入力業務については、当初見込んだ紙レセプトの件数よりも減少しなかったことから、神奈川及
び兵庫において継続的に実施

　⑹　間接部門業務の本部集約化
　　�　間接部門（庶務・人事・経理）については、10 月の審査事務集約に向けて、無駄な業
務の廃止、本部・審査事務センターへの集約化、外部委託化（外部委託、人材派遣、臨時
職員への置き換え）等の徹底的な見直しを実施した。

　　�　庶務部門については、４月期人事異動から住居の斡旋及び保有宿舎の補修等の立会業
務を含む管理を外部委託とした。

　　�　人事部門については、現行の間接部門系システム（人事・給与・勤怠）のサポート契
約及びサーバの保守契約が令和６年３月をもって終了することから、令和６年４月から
使用する次期システムに対応する業者を令和５年３月に決定した。また、外部委託につ
いては、令和６年度以降、次期間接部門系システムの稼働状況を検証しつつ引き続き検
討することとした。

　　�　経理部門については、10 月の審査事務集約を見据え、４月から支部の会計業務を本部
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に集約し、増加する本部の業務量を補うため、継続雇用職員の活用及び作業の自動化（Ｒ
ＰＡ※）を進めることにより業務の効率化を図った。
※�　ＲＰＡ�（Robotic�Process�Automation）：人がパソコン上で行っているマウス操作やキーボード入力
等の操作手順を記録し、高速で正確に実行することができる仕組み。

５　組織改革を踏まえた人事制度と勤務環境の整備
　⑴　キャリアパスの策定
　　�　令和６年度からの運用開始を目指している職員によるキャリアパスのコース選択に向
け、令和５年１月に職員へ丁寧に制度等を説明し、同月に職員自らが希望するコース※

の調査を実施した。
　　�　併せて、令和６年４月以降の対象者認定に向け、要件の一つである各種研修受講に向
けた研修実施計画を策定した。

　　�　また、令和５年度のデータヘルス事業の拡大に対応するため、民間企業等の実務経験
者等、即戦力となる外部人材 12 名を採用した。

　　※コースの概要

コース名称 求める役割

（仮称）�審査エキスパート�
コース

審査基準統一のためリーダーシップを発揮して、審
査結果の不合理な差異の解消に取り組む

（仮称）経営幹部コース
本部の部長や地方組織長を志し、リーダーシップを
発揮し課題解決や組織目標達成に向け業務の進捗を
管理する

（仮称）�データヘルス�
エキスパートコース

本部の保健医療情報部門において専門性を発揮して
データヘルス業務を遂行する

（仮称）標準コース 現場で得た幅広い知識を活かし、円滑に業務を遂行
する

　⑵　新たな勤務時間制度
　　�　10 月の審査事務集約に合わせ、職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの充実、
業務の効率性と長時間通勤することによる心身への負担の軽減を図るため、時差出勤制
度及びフレックスタイム制を導入した。

　⑶　在宅審査・在宅審査事務の導入
　　�　11 月から審査事務集約における職員の負担軽減を図るため、在宅審査事務の運用を開
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始した。
　　�　また、12 月及び令和５年１月の大雪時においては、通勤に支障がある者について緊急
時の在宅勤務を実施した。

　　�　令和５年４月より業務との整合性を図りながら、より柔軟な働き方ができるよう在宅
勤務実施日数（１か月９日間を上限）及び在宅勤務実施日について、職員が選択できる
運用方法に変更することとした。

　　�　審査委員についても、新型コロナウイルスの感染拡大等の非常時に備えるとともに、
遠隔地等の審査委員による審査時間の確保を図るため、６月から在宅審査を導入した。

　　�　開始に当たっては、在宅で使用できるノートＰＣの台数に限りがあることから、事前
にアンケートを行い、在宅審査を希望する審査委員のうち一定程度の条件（遠方からの
来所等）を満たす審査委員について優先的に在宅審査を実施した。

　　�　一方で、在宅審査委員からの要望やアンケート結果により、①職員と在宅審査委員と
の連携、②審査委員と在宅審査委員の連携、③在宅審査委員への周知連絡に関する課題
も明らかになった。

　　�　令和５年３月現在の実施状況は、職員では、集約拠点 2,007 人※のうち、全体の約 12％
に当たる 248 人が実施、また、審査委員では、全国 4,620 人のうち、全体の約 32％に当
たる 1,465 人が在宅審査を実施している。
※　集約拠点で審査事務を実施している職員数

　⑷　新たな職務等級制度及び報酬制度
　　�　10 月の審査事務集約に合わせて、等級別人数構成の適正化を図る新たな事務組織体制
を構築するとともに、役割に応じた新たな職務等級制度及び給与制度を実施に移した。
なお、これに伴う激変緩和措置等について、労働組合と引き続き協議を行っている。

　　�　給与における諸手当については、９月末時点の地域手当の支給割合を４割削減し、そ
の財源をもって、通勤手当及び住居手当を拡充するとともに、審査事務集約により生活
の本拠からの通勤が困難となり、転居又は通勤が長時間となる者の経済的負担の軽減等
のため、異動手当を新設した。

　⑸　定年後再雇用制度の運用等
　　�　60 歳代前半の雇用のあり方については、定年延長制度の導入や継続雇用制度の見直し
を含め、幅広く検討している。

　　�　また、定年後再雇用制度については、継続雇用制度と統一化を図り、新たな組織体制
に応じた継続雇用職員の職務内容に改めた。
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　⑹　集約時の事務所の環境整備と既存事務所の有効活用等
　　ア　審査事務集約体制に向けた事務所整備の実施
　　　�　令和３年度から審査事務センター及び分室の環境整備を順次実施し、全拠点のレイ

アウト変更及び集約拠点への移設作業を９月下旬から 10 月上旬にかけて実施した。
　　　�　また、外壁や防水層の劣化による漏水等により緊急性が高いと判断した５事務所に

ついては、屋上防水及び外壁の修繕を環境整備に併せて実施した。

　　イ　大規模修繕計画、移転売却方針の策定等
　　　�　令和３年４月に策定した「社会保険診療報酬支払基金保有資産活用基本方針」（以

下「保有資産活用基本方針」という。）に基づき、以下の取組を実施した。

　　　ア　大規模修繕計画の策定
　　　　�　継続使用する既存事務所について、令和５年度から令和９年度まで５年間の大規

模修繕計画を 12 月に策定した。

　　　イ　移転売却の方針策定
　　　　�　令和８年度から実施する事務所移転売却の基本的な考え方について、令和４年度

に検討を行い、令和５年４月に策定した。

　　　ウ　保有宿舎の売却
　　　　�　大規模修繕が必要であり、かつ、居住の状態が不良である４棟 54 戸について、令

和５年２月から３月にかけて売却した。

　　　エ　既存事務所の空きスペースの賃貸
　　　　�　４事務所について、賃借を希望する４団体と契約手続き等の調整を行い、令和５

年度から空きスペースの賃貸を開始することとした。

　　　オ　保有資産活用基本方針の一部変更等
　　　　�　保有資産活用基本方針において継続使用するとしていた神奈川審査委員会事務局

については、事務所の賃貸より売却した方が有利な結果となることから、４月に事
務所の移転売却へ方針を変更した。

　　　　�　また、研修センター施設は、令和４年度以降の本部主催の集合研修を原則オンラ
インで実施することとしたことに伴い、９月に売却した。
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１　本人や保険医療機関等に対する保健医療情報の提供等
　⑴　オンライン資格確認等システムの整備と運用
　　ア　資格確認機能の拡充とシステムの安定運用
　　　�　医療保険者等向け中間サーバ及びオンライン資格確認等システムについて、安定的

な運用を図った。
　　　�　生活保護制度における医療扶助は、９月から医療保険者等向け中間サーバ及びオン

ライン資格確認等システムの設計・開発に着手した。自衛官診療証に係るオンライン
資格確認は令和６年４月の運用開始に向け防衛省との要件整理を実施した。

　　　�　訪問診療等は、オンライン資格確認等システムについて 10 月から設計・開発を開
始し、患者の居宅から資格確認や薬剤情報等の提供に関する患者の同意情報を連携す
るためのウェブサービスについて 12 月から設計・開発・テストを開始した。柔道整
復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所及び健診実施機関に係る
オンライン資格確認について令和５年２月から基本設計に着手した。

　　イ　保健医療情報の提供の充実
　　　�　保険医療機関名、診療年月等の基本情報、透析等のレセプト情報については、９月

に提供を開始し、事業主健診情報についても令和５年度を目途に提供を開始できるよ
う 11 月より設計・開発に着手した。

　　　�　また、救急搬送された意識障害がある患者に関する薬剤情報等を閲覧可能とする仕
組みについては、令和６年度内の運用開始に向け、厚生労働省と連携を図りながら令
和５年度に開発を行うための要件整理を実施した。

　　　�　さらに、全国の医療機関等で電子カルテ情報を確認できる仕組みの構築については、
令和５年１月に調達支援事業者の調達を行い、厚生労働省の調査研究において整理さ
れた要件から順次、調達支援事業者と共に、システム要件定義及び開発事業者の調達
仕様書の作成を進めた。

　　ウ　電子処方箋管理サービスの開発と運用開始
　　　�　電子処方箋管理サービスの開発を進め、令和５年１月に運用を開始、医療機関と薬

局で電子的な処方箋の運用や処方・調剤する薬剤における複数の医療機関・薬局を跨
いだ重複投薬及び併用禁忌のチェックが可能となった。令和５年３月末現在で 2,630
施設（医療機関（医科）203 施設、医療機関（歯科）９施設、薬局 2,418 施設）に導
入されている。

第３　保健医療情報等の活用に関する取組
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　　エ　診療報酬改定ＤＸに係る共通算定モジュールの開発準備
　　　�　12 月に厚生労働省から支払基金に対して診療報酬改定ＤＸの実現に向けた「共通

算定モジュール※」の開発要請がされたことを受け、令和５年３月に共通算定モジュー
ルに活用可能な既存のシステムの機能を見極める調査を開始した。
※�　診療報酬やその改定に関する作業を大幅に効率化し、医療機関やベンダの負担軽減に向けて、各ベ
ンダが共通のものとして活用できる、診療報酬算定・患者の窓口負担金計算を行うための電子計算プ
ログラム

　⑵　医療情報化に伴う保険医療機関等及び保険者への支援
　　ア　オンライン資格確認に関する支援
　　　ア　オンライン資格確認の導入促進
　　　　�　オンライン資格確認のメリット、補助金額等を記載したリーフレット等を全ての

保険医療機関等に対して３回、導入をしていない保険医療機関等に対して２回配布
したほか、医療機関等向けポータルサイトへのアカウント未登録及び顔認証付き
カードリーダーを未申込みの保険医療機関等に対してダイレクトメールを３回送付
した。

　　　　�　また、４月以降、顔認証付きカードリーダーが未申込みの保険医療機関等に対し
て架電による勧奨を行った。

　　　　�　さらに、７月以降、保険医療機関等がオンライン請求システムへログインした際
の画面に周知事項を表示できるポップアップ機能及びアンケート機能の追加を行
い、保険医療機関等への周知の強化及び保険医療機関等の準備状況の把握に努めた。

　　　　�　なお、令和５年２月以降、オンライン資格確認の導入期限（令和５年３月末）に
間に合わず、猶予届出の提出が必要な保険医療機関等に対して架電する等、保険医
療機関等の状況に応じた勧奨を実施した。

　　　イ　オンライン資格確認導入状況
　　　　　令和５年３月末のオンライン資格確認の導入状況については次のとおり。
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　　� （令和５年３月末現在）

区分 総機関数 アカウント
登録数

顔認証付き
カードリー
ダー申込数

準備完了
施設数

運用開始
施設数

病院 8,189 8,097
（98.9％）

8,080
（98.7％）

7,015
（85.7％）

6,651
（81.2％）

医科
診療所 89,743 84,157

（93.8％）
82,145

（91.5％）
59,805

（66.6％）
53,524

（59.6％）

歯科
診療所 70,300 64,572

（91.9％）
62,268

（88.6％）
45,971

（65.4％）
41,376

（58.9％）

薬局 61,520 51,225
（83.3％）

59,044
（96.0％）

54,563
（88.7％）

52,620
（85.5％）

合計 229,752 208,051
（90.6％）

211,537
（92.1％）

167,354
（72.8％）

154,171
（67.1％）

※�　「アカウント登録数」は、医療機関等向けポータルサイトにアカウントを登録している保険医療機関・
薬局の数である。
※　括弧は、総機関数に対する割合である。

　　　ウ　補助金の交付状況
　　　　　令和４年度に交付決定した補助金の交付状況については次のとおり。

区分 交付機関数 交付額（百万円）

病院 2,211 3,768

医科診療所 16,300 6,647

歯科診療所 15,358 6,429

薬局 22,030 9,225

合計 55,899 26,069

※　交付額については、百万円未満を切り捨てているため合計が一致しない。

　　イ　レセプトのオンライン化の推進
　　　�　オンライン資格確認の普及促進に併せて、オンライン資格確認の導入に係る顔認証

付きカードリーダーの申請があった保険医療機関等を対象に、レセプトをオンライン
請求以外の方法で請求している保険医療機関等に対し、オンライン化のメリットを示
したリーフレットを送付した。

　　　�　さらに、オンライン資格確認の利用申請のあった 5,450 の保険医療機関等に対し電



─ 35─

話による勧奨を行い、その結果、最終的に 1,829 の保険医療機関等がオンライン請求
に参加した（令和５年３月末時点）。

　　　�　保険者からの再審査申出及びオンライン請求医療機関等からの返戻再請求のオンラ
イン化については、診療年月にかかわらず、令和５年４月以降に行う請求分からオン
ラインで対応する必要があると厚生労働省より示されたことから、同省等と連携の上、
保険者及び保険医療機関等へ周知を行った。

　　　�　また、令和５年４月までにシステム事業者の対応が間に合わない等、やむを得ない
場合の対応が必要となる一部の保険者及び保険医療機関等については、経過措置届出
を提出するよう働きかけを行い、オンライン化の準備状況を把握した。

　　　�　なお、保険者及び保険医療機関等に送付している請求・支払関係帳票については、
電子帳票を配信し、紙帳票を廃止することを保険者団体及び診療団体へ説明し理解を
得たことから、令和６年５月の運用開始に向けて、システム開発に着手し、要件定義
が完了した。

　　ウ　電子カルテ標準化に関する補助
　　　�　令和４年３月に電子カルテ情報における「３文書（診療情報提供書、退院時サマ

リー、健診結果報告書）、６情報（傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査、処方
情報）」の標準規格が定められたことから、令和４年度においては、保険医療機関への
補助事業の実施について厚生労働省との協議を行った。

　　エ　電子処方箋の導入に関する補助
　　　�　令和５年１月に電子処方箋の運用が開始され、２月に電子処方箋ポータルサイトを

開設し、保険医療機関等におけるシステム整備に要する補助業務を開始した。

２　保険者との協働によるデータヘルスの推進
　⑴　健康スコアリングレポートの作成
　　�　各保険者の加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等について
データを見える化し、企業と保険者が現状を共有し両者の連携による取組に活用してい
ただくため、令和５年３月に保険者・事業主単位の健康スコアリングレポートを作成し
た。

　　�　なお、昨年度より作成している事業主単位レポートについては、事業所名の変更、事
業所の統合・廃止・分割等が発生した場合においても経年情報を表示できるようにする
ため、システム改修を行った上で作成した。
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　⑵　データヘルス・ポータルサイトの運用
　　�　７月に東京大学から譲渡されたデータヘルス・ポータルサイトの運用を行った。
　　�　また、データヘルス計画の策定及び評価・見直しを支援できるよう、健康保険組合か
ら寄せられている要望や「第３期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討
会」で示された方向性を踏まえ、共通する評価指標のグラフを自動作成する集計・可視
化機能の拡張や自組合の取組に合った保健事業を閲覧・検索できる機能の構築等の機能
改善を図った。

３　研究者や地方自治体との協働によるデータヘルスの推進
　⑴　ＮＤＢ関連業務の実施
　　�　ＮＤＢの運用管理、オンサイトリサーチセンターの運用、ＮＤＢオープンデータの作
成、研究者や地方自治体各々のニーズに応じたＮＤＢデータの情報分析・提供等の支援
を行った。また、令和４年度診療報酬改定に伴うＮＤＢシステムの必要な改修を実施し
た。

　⑵　履歴照会・回答システムの運用
　　�　令和４年３月より運用を開始した履歴照会・回答システム※において、４月からＮＤ
Ｂ、５月から介護ＤＢ（介護保険総合データベース）に対して、被保険者番号の履歴を
活用した連結に必要な情報の提供を実施した。

　〇提供回数　23 回（ＮＤＢ：12 回、介護ＤＢ：11 回）
　〇提供件数　1,956,508,374 件

提供件数

ＮＤＢ 1,947,908,211

介護ＤＢ 8,600,163

合計 1,956,508,374

※　履歴照会・回答システム
　�　医療保険の被保険者番号を個人単位化し、その履歴を一元的に管理するオンライン資格確認等システムを
導入し、その基盤を活用して医療情報等の共有・収集・連結を行う者が、必要に応じて、履歴管理提供主体
から被保険者番号履歴の提供を受けることができる仕組み。
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１　感染症・災害・事故等のリスク管理の強化
　⑴　新型コロナウイルス感染症対策の徹底と事業の継続
　　�　令和４年度においては、オミクロン株の大流行により新型コロナウイルス感染者が急
増したが、支払基金は事業の継続が求められる事業者であることから、適時感染防止対
策を検討・周知徹底し、職員一人ひとりが常に意識することにより、請求支払業務等の
事業の継続を円滑に行った。

　　�　なお、新型コロナウイルス感染拡大等の非常時に対応するため、審査委員による在宅
審査については６月から運用を開始し、職員による在宅審査事務については 11 月から
運用を開始した。

　⑵　災害発生時の事業の継続に関する取組
　　�　首都直下地震又は南海トラフ地震をはじめ大規模地震が発生した場合の対応等につい
て、災害の被害や影響を最小限に抑えられるよう、職員等の安全確保を第一義とする初
動対応及び保険医療機関等への診療報酬の支払継続や広域連合等への交付金の交付の継
続等の最優先とする重要業務に注力する事業継続計画について、厚生労働省・保険者等
関係団体と合意に向けた調整を行い、令和 5年 5月に策定した。

　　�　また、事業継続計画を踏まえた消防・防災に係る訓練マニュアルの作成と、新体制に
おいての訓練継続に向けて検討を進めた。

　⑶　クライシスマネジメントの強化・徹底
　　�　令和４年度に発生した事故事案として、４月及び５月の２か月間連続でオンライン請
求システムに接続しにくい状況となり、保険医療機関等のレセプト請求に大きな支障を
来し、多数の関係者に影響を与えた。これに伴う対応として、早急にプログラムの不具
合の修正及び作業手順の見直し等を行い、再発防止に向けて強化・徹底を図った。

　　�　また、本部において発生した事故事案の対応については、従来、本部現業部門事故防
止対策部会及び本部非現業部門事故防止対策部会で行っていたが、審査事務集約に伴い、
10 月から本部事故防止対策部会として統合した。

　　�　地方組織において発生した事故事案の対応については、従来の事故防止対策委員会
（47 支部）の体制から、ブロック事故防止対策委員会（６拠点）の体制に変更した。さ
らに、各ブロックから報告された事故事案の要因分析等を行った上で、本部から的確な
指示を行うことを目的として地方組織事故防止対策部会を本部に新設した。

　　�　返戻発送業務において発生した個人データを含む誤送付については、個人情報の漏え

第４　安定的な業務運営に向けた取組
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い事案であり、改正個人情報保護法により個人情報保護委員会や当事者本人に対する報
告が義務化されたことから、個人情報保護委員会への報告及び委託元を通じた当事者本
人への通知を行うとともに、令和５年２月に作業手順を見直し、業務処理マニュアルを
更新の上、再発防止の徹底を図った。

　⑷　内部統制制度の整備と運用
　　�　令和４年度においては、審査事務集約後の新体制により部門別（庶務・業務・審査）
に地方組織担当職員における所内自己点検を 61 拠点で実施し、当該所内自己点検の強
化を図った。

　　�　また、センター、分室及び４併設事務局（宮城・東京・大阪・広島）については、内
部統制管理役等による改善方策等を確認した上で、ブロック内モニタリングを実施し、
地方組織担当職員に不備事項等を指摘し指導を行った。

　⑸　情報セキュリティの強化
　　�　情報セキュリティに関する専門的な知識及び経験を有する情報セキュリティ責任者
が、ＣＳＩＲＴ (Computer�Security�Incident�Response�Team) の統括管理を行った。

　　�　オンライン請求・オンライン資格確認を実施している保険医療機関がサイバー攻撃を
受けた事案が発生したことから、当該医療機関の了解のもと、オンライン請求システム
等への接続を遮断し、復旧する際の安全確認を適切に実施した。

　　�　支払基金が取扱う機微情報の流出・漏えい防止のため、全職員を対象に情報セキュリ
ティポリシーに関する教育・訓練を 11 月から令和５年１月の間に、理解度の確認を５
月、７月及び令和５年２月に実施し、情報セキュリティに対する意識の向上を図った。

　　�　また、情報セキュリティ監査については、情報セキュリティポリシーに基づき、審査
事務センターを中心に外部機関による外部監査、審査委員会事務局に対しては内部監査
を実施した。

　　（実施状況）

対象拠点

外部監査
審査事務センター及び併設事務局（東京、愛知、大阪、香川、福岡）
：10 拠点
本部：３部５課

内部監査 審査委員会事務局：（秋田、山形、富山、山梨、山口、徳島、高知、
佐賀）：８拠点

　　�　加えて、令和３年度情報セキュリティ監査を実施した５拠点に対しては、継続的にフォ
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ローアップを行った。

　⑹　コンプライアンスの徹底
　　�　令和４年度は改正個人情報保護法に則した情報漏えい時の対応を記載する等、法改正
の内容に更新した「コンプライアンスの手引き」を全職員に通知するとともに、引き続
きコンプライアンスに関する各種研修を実施することにより意識の向上を図った。

　　�　また、不正やハラスメントに係る相談（通報）窓口については、審査事務集約後に改
めて執務室にポスターを掲示することで周知し、ハラスメント相談員については、出身
拠点や男女のバランスを考慮して選定・周知し、集約後においても相談しやすい環境整
備に努めた。

　⑺　監査の実施
　　�　事業運営の透明性を確保するため、内部監査及び監事監査のほか、監査法人による外
部監査を計画どおりに実施した。

　　�　内部監査については、審査事務集約に係る業務を優先するため、令和４年度前期につ
いては実施せず、審査事務集約後において、ブロック内拠点の業務運営、センターと事
務局の連携及び数値目標達成に向けた取組等を確認するため、地方組織の監査対象拠点
を支部単位からブロック単位に変更し、次のとおり実施した。

　　（監査の実施状況）

対象拠点

内部監査

本部及び地方組織（関東ブロック及び近畿ブロック内の 13 拠点）
・�関東ブロック（東京センター、埼玉センター及び併設事務局、高崎
　分室、群馬・千葉・神奈川・長野の単独事務局）
・�近畿ブロック（大阪センター及び併設事務局、兵庫・和歌山の単独
　事務局）

監事監査 本部並びに福岡センター、熊本分室及び併設事務局

外部監査 本部並びに宮城センター、広島センター及び併設事務局

２　中期的に安定的・効率的な財政運営の実現
　⑴　安定的な業務運営のための中期財政運営の検討
　　�　令和５年度の予算編成においては、為替レートの大きな変動によるクラウド利用料へ
の影響を平準化するための支払方法を導入することとしたほか、収入面では新型コロナ
ウイルス感染症や将来の人口減少等レセプト請求件数の減少による手数料の変動を緩和
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し、財政運営の安定化を図る仕組みについて関係団体と協議を行い、引き続き安定化方
策の具体化に向けた検討を進めることとした。

　⑵　審査支払手数料体系の実現
　　�　令和４年度からの導入を見送った手数料階層化については、令和５年度からの確実な
実施に向けて、「手数料階層化等に向けたワーキンググループ」等において、保険者団
体等と協議を行い、令和５年度からの２階層化※について合意した。なお、手数料階層
化の実現に当たっては、必要な財源確保のため支出予算等の見直しに加え、令和３年度
決算剰余金のうち、退職給付引当預金繰入計画に対する繰入れ不足分を除いた全額を活
用することとした。
※　簡素なコンピュータチェックで完結する「判断が明らかなレセプト」とそれ以外の「一般分レセプト」

　⑶　個別システム改修案件の適正管理
　　�　個別システム改修案件について、各種案件の開発手法及びスケジュールの妥当性並び
に整合性を確認するとともに、予算要求段階で見積精査による費用の適正化を図った。

　⑷　地方単独医療費助成事業に係る審査支払業務の拡大
　　�　令和４年度は 18 都道県において 84 市町村が実施する地方単独医療費助成事業を新規
に受託した。

　　�　特に、主な３事業（乳幼児医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療）が未受託
となっていた宮城県については、12 月診療分から仙台市乳幼児医療を受託した。

　　�　これらの取組により、令和５年３月現在における受託状況は、40 都道府県の延べ 5,695
事業（全助成事業の約 72.9％）となっている。

３　その他の業務運営
　⑴　組織風土改革の推進
　　�　10 月の審査事務集約を機に、それまでのプロジェクトチームを支払基金組織風土改革
委員会として組織内に常設し、地方組織が主体的に取組を推進する体制を整えた。しか
しながら地方組織共通の施策としての「１on１※１」、「業務の振り返り会※２」及び「共
有カレンダーの活用※３」については、組織風土を醸成していくための重要な施策である
にもかかわらず、集約後の業務繁忙等の理由により、その実施状況は地方組織ごとに異
なり総じて不十分な状況であった。

　　�　このため、令和５年２月に、地方組織共通施策の確実な実施を再度周知徹底するとと
もに、その実施方法等を令和５年度の業務運営方針にも反映させることとした。



─ 41─

　　�　また、地方組織のその他具体的施策についても、令和４年度の取組に係る検証結果を
令和５年度の業務運営方針に反映させることとして、併せて周知している。
※１　上司と部下が定期的に１対１で対話、部下の語りを聞く、話をさせるための時間
※２　前月の業務の実施状況を振り返り、問題点や課題等を共有すること
※３�　仕事の属人化の防止や休暇の取得しやすい環境構築等のため、課又は係単位等でカレンダーを使用
して予定を共有

⑵　ダイバーシティの推進
　ア　障害者の職場定着支援
　　�　審査事務集約後も障害者の雇用を継続し、雇用後の職場定着の支援等を目的として審
査事務センター（分室）及び障害者が在籍する審査委員会事務局に障害者職業生活相談
員を配置し、相談支援体制を構築した。

　　�　また、本部において障害者の状況を把握し、各拠点においては障害者に対する配慮事
項を精査するとともに障害の症状や状況に応じて職務内容の見直しを行った。

　　�　さらに、障害の種類や特性等の基礎知識や共に働く上で配慮すべき事項について、理
解を深めるための動画の視聴を全職員を対象に実施し、併せて、障害者の雇用状況や障
害者職業生活相談員の配置について広報誌により職員へ周知した。

　　　なお、障害者の雇用状況と相談員の配置状況は以下のとおりである。

障害者雇用状況 集約前（令和４年６月） 集約後（令和４年 10 月）

障害者雇用数 84 人 84 人

障害者雇用率（法定雇用
率 2.3％） 2.43％ 2.48％

障害者職業生活相談員の
状況 令和４年３月末日時点 令和５年３月末日時点

障害者職業生活相談員の
配置 75 人（33 支部） 103 人（51 拠点）

※　令和４年度に講習会を受講し、選任された相談員は 28 人（27 拠点）

　イ　女性活躍の推進
　　�　女性職員がキャリアアップや仕事と生活を両立し働き続けるためのイメージが持てる
よう、女性活躍推進委員会においてロールモデルとして選定した女性管理職３名のこれ
までのキャリア等の紹介記事や女性活躍推進委員からのキャリアに関するインタビュー
動画を職員へ紹介した。

　　�　また、支払基金で働くすべての職員にとって働きやすい環境とするため、役員及びす
べての管理職（令和４年度定年退職者を除く）526 名が職員に対してイクボス宣言を実
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施した。
　　�　なお、管理職に占める女性の割合及び男性の育児休業取得率は以下のとおりである。

令和５年３月末時点 令和７年度までの目標

管理職に占める女性の割合 13.8％ 15％

男性の育児休業取得率 33.3％ 50％

　⑶　広報の強化・充実
　　ア　外部広報
　　　�　主に 10 月の審査事務集約に関して、次の広報ツールにより外部向けに広報を行っ

た。
　　　ア　月刊基金
　　　　�　審査事務集約の概要や審査結果の不合理な差異解消の取組のほか、診療報酬改定

やデータヘルス関係業務に関する取組等の情報について掲載した。

　　　イ　ホームページ
　　　　�　審査事務集約特設ページを開設したほか、保険医療機関及び保険者等からの審査

結果等の照会対応業務においては、担当者が自ら審査結果等について説明責任を果
たすダイレクト・レスポンスの取組を徹底することとし、併せて保険医療機関及び
保険者等が担当者及び連絡先が検索できる「医療機関等照会連絡先検索機能」を
ホームページに搭載した。

　　　ウ　リーフレット
　　　　�　審査事務集約による新組織の発足と変更点についてリーフレットを作成し、関係

団体及び全ての保険医療機関及び保険者等に配布した。

　　　�　このほか、外部広報の取組として、オンライン請求システム等の障害発生時には、
状況や復旧の見込み等を速やかにホームページに掲載し、メールマガジンで発信した。

　　イ　内部広報
　　　�　全国地方組織長会議（審査事務集約前は支部長会議）等での審査事務集約に関する

協議・報告事項について、速やかに動画を作成・配信することにより、全職員に対し
て迅速に周知を行った。

　　　�　職員情報誌「ネットワーク 48」には、審査事務集約により長距離通勤となる職員が



─ 43─

増加することから、既に長距離通勤を実施している職員を紹介した記事を７月から９
月にかけて掲載した。
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令和 4事業年度審査支払会計
事 業 費 勘 定 財 産 目 録

（令和 5年 3月 31日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 資 産 285,381,882
現 金 及 び 預 金 208,369,619

普 通 預 金 147,179,619
定 期 預 金 61,190,000

有 価 証 券 52,757,433
譲 渡 性 預 金 52,757,433

未 収 入 金 24,254,162
未 収 診 療 報 酬 9,456,554
請求不足診療報酬 107,931
過 払 診 療 報 酬 14,689,676

そ の 他 の 流 動 資 産 665
未 収 収 益 665

資 産 合 計 285,381,882

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

千円 千円

流 動 負 債 224,200,033
未 払 金 25,196,575

未 払 診 療 報 酬 10,745,471
支払不足診療報酬 113,796
過請求診療報酬 14,337,307

前 受 金 185,145,117
前 受 診 療 報 酬 185,145,117

預 り 金 13,857,657
預 り 源 泉 所 得 税 13,857,657

そ の 他 の 流 動 負 債 682
その他の未払金 665
仮 受 金 16

固 定 負 債 61,181,849
預 り 委 託 金 61,181,849

負 債 合 計 285,381,882

差 引 正 味 財 産 ─
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令和 4事業年度審査支払会計
事 業 費 勘 定 貸 借 対 照 表

（令和 5年 3月 31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

区 分
注記
番号

金 額 区 分
注記
番号

金 額

（ 資 産 の 部 ）
千円

（ 負 債 の 部 ）
千円

 流 動 資 産 Ⅰ 流 動 負 債

１　 現金及び預金 208,369,619 １　 未 払 金 25,196,575

２　 有 価 証 券 52,757,433 ２　 前 受 金 185,145,117

３　 未 収 入 金 24,254,162 ３　 預 り 金 13,857,657

４　 その他の流動資産 665 ４　 その他の流動負債 682

流 動 資 産 合 計 285,381,882 流 動 負 債 合 計 224,200,033

Ⅱ　 固 定 負 債

 預 り 委 託 金 61,181,849

固 定 負 債 合 計 61,181,849

資 産 合 計 285,381,882 負 債 合 計 285,381,882
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令和 4事業年度審査支払会計
事業費勘定損益計算書

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

区　　　　　分
注記
番号

金　　　　　額

千円 千円

〔経常損益の部〕

（ 業 務 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 収 益

　 診 療 報 酬 収 入 14,470,417,883 14,470,417,883

Ⅱ　 業 務 費 用

　 診 療 報 酬 支 出 14,470,417,883 14,470,417,883

　　 業 務 利 益 ─

（ 業 務 外 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 外 収 益

１ 受 取 利 息 2,715

２ 有 価 証 券 利 息 4,365

３ 延 滞 金 収 入 446 7,527

Ⅱ　 業 務 外 費 用

事 務 費 勘 定 へ 繰 入 7,527 7,527

　　 経 常 利 益 ─

当 期 純 利 益 ─
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令和 4事業年度審査支払会計
事業費勘定キャッシュ・フロー計算書

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

区　　　　　　　分
注記
番号

金　  　　　　額

千円
Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ･フロー

診療報酬収入 14,471,817,858
預り委託金収入 3,146,154
預り源泉所得税受入 169,988,240
診療報酬支出 △ 14,472,050,181
預り委託金返還 △ 273,390
預り源泉所得税納付 △ 168,606,081

小 計 4,022,600

利息の受取額 6,889
その他 △ 6,889

業務活動によるキャッシュ･フロー 4,022,600

Ⅱ　 投資活動によるキャッシュ･フロー

投資活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ･フロー

財務活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ　 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 4,022,600

Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 257,104,453

Ⅶ　 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 261,127,053
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　重要な会計方針

期　　別

項　　目

当会計期間

　キャッシュ･フロー計算書に

おける資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から 3ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日
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　注記事項
　（キャッシュ・フロー計算書関係）

当会計期間末

（令和 5年 3月 31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 208,369,619 千円

有価証券（譲渡性預金） 52,757,433

現金及び現金同等物 261,127,053
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財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

令和 4事業年度審査支払会計

事 務 費 勘 定
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令和 4事業年度審査支払会計
事 務 費 勘 定 財 産 目 録

（令和 5年 3月 31日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 資 産 50,145,987
現 金 及 び 預 金 43,861,543

普 通 預 金 36,000,503
定 期 預 金 7,861,040

未 収 事 務 費 6,189,825
その他の流動資産 94,617

未 収 収 益 38
未収レセプト電子データ提供料 59,364
未 収 購 読 料 9
その他の未収入金 35,118
立 替 金 11
仮 払 金 75

固 定 資 産 72,382,498
有 形 固 定 資 産 65,700,600
建 物 69,999,623

建 物 62,925,066
建 物 付 属 設 備 7,074,556

減価償却累計額 △ 37,719,471
建物減価償却累計額 △ 32,872,874
付属設備減価償却累計額 △ 4,846,596

構 築 物 1,625,282
減価償却累計額 △ 1,406,819

工 具 器 具 備 品 4,234,609
減価償却累計額 △ 2,893,313

土 地 29,638,478
有 形 リ ー ス 資 産 3,571,366
減価償却累計額 △ 1,349,156

無 形 固 定 資 産 6,561,562
電 話 加 入 権 5,082
ソ フ ト ウ ェ ア 6,081,943
ソフトウェア仮勘定 291,341
無 形 リ ー ス 資 産 183,195

投資その他の資産 120,335
敷 金 ・ 保 証 金 120,335

資 産 合 計 122,528,485
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負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 負 債 11,236,493

未 払 金 5,539,594

未 払 金 5,520,557

短 期 未 払 金 217

その他の未払金 18,820

未 払 消 費 税 等 1,415,129

預 り 金 273,444

賞 与 引 当 金 2,212,022

その他の流動負債 1,796,302

未 払 費 用 324,539

未 払 法 人 税 等 3,222

仮 受 金 583,089

短期リース債務 885,451

固 定 負 債 60,917,730

退 職 給 付 引 当 金 59,412,640

その他の固定負債 1,505,089

長期リース債務 1,504,946

長 期 未 払 金 143

負　　　債　　　合　　　計 72,154,223

差 引 正 味 財 産 50,374,261
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令和 4事業年度審査支払会計
事務費勘定貸借対照表

（令和 5年 3月 31日現在）

資 産 の 部 負 債 ・ 資 本 の 部

区 分
注記
番号

金 額 区 分
注記
番号

金 額

千円 千円

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

Ⅰ　 流 動 資 産 Ⅰ　 流 動 負 債

１　 現金及び預金 43,861,543 １　 未 払 金 5,539,594
２　 未 収 事 務 費 6,189,825 ２　 未払消費税等 1,415,129
３　 その他の流動資産 94,617 ３　 預 り 金 273,444
流 動 資 産 合 計 50,145,987 ４　 賞 与 引 当 金 2,212,022

５　 その他の流動負債 1,796,302
Ⅱ　 固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 11,236,493

１　 有形固定資産

⑴　 建 物 69,999,623 Ⅱ　 固 定 負 債

減価償却累計額 △ 37,719,471 32,280,151 １　 退職給付引当金 59,412,640
⑵　 構 築 物 1,625,282 ２　 その他の固定負債 1,505,089

減価償却累計額 △ 1,406,819 218,462 固 定 負 債 合 計 60,917,730
⑶　 工具器具備品 4,234,609 負 債 合 計 72,154,223

減価償却累計額 △ 2,893,313 1,341,296
⑷　 土 地 29,638,478 （ 資 本 の 部 ）

⑸　 有形リース資産 3,571,366 利 益 剰 余 金

減価償却累計額 △ 1,349,156 2,222,210 １　 任 意 積 立 金

有形固定資産合計 　 65,700,600 別途積立金 49,252,069
２　 無形固定資産 ２　 当期未処分利益 1,122,192
⑴　 電話加入権 5,082 利 益 剰 余 金 合 計 50,374,261
⑵　 ソフトウェア 6,081,943 資 本 合 計 50,374,261
⑶　 ソフトウェア仮勘定 291,341
⑷　 無形リース資産 183,195

無形固定資産合計 6,561,562
３　 投資その他の資産

 敷 金・ 保 証 金 120,335
投資その他の資産合計 120,335
固 定 資 産 合 計 72,382,498

資 産 合 計 122,528,485 負債・資本合計 122,528,485
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令和 4事業年度審査支払会計
事務費勘定損益計算書

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

区　　　　　分
注記
番号

金　　　　　額

千円 千円

〔経常損益の部〕

（ 業 務 損 益 の 部 ）
Ⅰ　 業 務 収 益

１　 事 務 費 収 入 68,515,815
２　 レセプト電子データ提供料収入 710,153
３　 審査支払関係業務費補助金収入 1,203,956
４　 そ の 他 の 業 務 収 益 328,615 70,758,540

Ⅱ　 業 務 費 用
１　 役 員 報 酬 46,685
２　 給 与 手 当 20,881,142
３　 賞 与 4,486,298
４　 賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,212,022
５　 退 職 給 付 費 用 4,096,508
６　 法 定 福 利 費 4,205,557
７　 審 査 委 員 会 費 10,989,038
８　 通 信 費 ※１ 3,461,136
９　 委 託 費 3,285,081
10　 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,304,627
11　 保 守 料 3,791,651
12　 補 助 金 事 業 経 費 707,129
13　 補 助 金 精 算 返 納 金 18,069
14　 減 価 償 却 費 4,368,040
15　 そ の 他 の 業 務 費 用 ※２ 3,590,686 67,443,674
業 務 利 益 3,314,865

（ 業 務 外 損 益 の 部 ）
Ⅰ　 業 務 外 収 益

１　 受 取 利 息 701
２　 有 価 証 券 利 息 1,732
３　 雑 収 入 479,351
４　 事業費勘定からの受入 7,527 489,312

Ⅱ　 業 務 外 費 用
１　 リ ー ス 支 払 利 息 30,415
２　 雑 損 失 274 30,690

経 常 利 益 3,773,488
〔特別損益の部〕

Ⅰ　 特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 190,586 190,586

Ⅱ　 特 別 損 失
１　 固 定 資 産 売 却 損 84,431
２　 固 定 資 産 除 却 損 ※３ 54,527
３　 減 損 損 失 ※４ 2,702,924 2,841,882

当 期 純 利 益 1,122,192
当 期 未 処 分 利 益 1,122,192
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令和 4事業年度審査支払会計
事務費勘定キャッシュ・フロー計算書

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

区　　　　　　　分
注記
番号

金　  　　　　額

千円
Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ･フロー

事務費収入 67,852,596
レセプト電子データ提供料収入 703,311
審査支払関係業務費補助金収入 1,203,956
その他の収入 945,614
人件費の支出 △ 38,835,243
審査委員会費支出 △ 10,993,178
その他の業務支出 △ 13,246,969

小 計 7,630,086

利息の受取額 2,436

業務活動によるキャッシュ･フロー 7,632,523

Ⅱ　 投資活動によるキャッシュ･フロー

定期預金の預入による支出 △ 14,927
定期預金の払戻による収入 14,927
譲渡性預金の預入による支出 △ 12,749,660
譲渡性預金の払戻による収入 12,749,660
有形固定資産の売却による収入 1,167,206
有形固定資産の取得による支出 △ 116,306
無形固定資産の取得による支出 △ 131,783
投資活動その他 43,455

投資活動によるキャッシュ･フロー 962,571

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ･フロー

　リース債務返済による支出 △ 1,092,915

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 1,092,915

Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ　 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 7,502,179

Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 36,359,364

Ⅶ　 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 43,861,543
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区　　　　　　　　分 金　　　　　　　　　額

円

Ⅰ　 当 期 未 処 分 利 益 1,122,192,053

Ⅱ　 利 益 処 分 額

任 意 積 立 金

別 途 積 立 金 1,122,192,053 1,122,192,053

Ⅲ　 次 期 繰 越 利 益 0

令和 4事業年度審査支払会計
事務費勘定利益処分計算書

（令和 5年 6月 26日）
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　重要な会計方針

期　　別

項　　目

当会計期間

１．固定資産の減価償却の方法

　⑴ 　有形固定資産（リース資

産を除く）

　⑵ 　無形固定資産（リース資

産を除く）

　⑶　リース資産

２．引当金の計上基準

　⑴　賞与引当金

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　建物 6～50年

　構築物 5～60年

　工具器具備品 3～20年

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（基金利用分）については、支払基

金における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって

おります。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

をゼロとする定額法によっております。

　役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日
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期　　別

項　　目

当会計期間

　⑵　退職給付引当金 　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

ア　退職給付見込額の期間帰属方法

　 　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

期末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。

イ　過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

　 　過去勤務費用については、職員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（11年）による定額法により按分

した額を、発生時から費用処理しております。

　 　数理計算上の差異については、職員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（11年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理して

おります。

 　なお、役員等については、役員退職手当規程等に基づ

く期末要支給額を退職給付引当金に含めて計上しており

ます。

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日
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期　　別

項　　目

当会計期間

３．収益及び費用の計上基準 　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号

2020年 3月 31日）等を適用し、約束したサービスの支

配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け

取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

①　事務費収入

　 　事務費収入は保険医療機関等から提出される診療報

酬請求書等の審査事務と診療報酬等の保険医療機関等

への支払事務の対価であり、当基金は保険者等との契

約に基づいて診療報酬請求書等の審査及び支払事務を

行う履行義務を負っております。

　 　事務費収入については、診療報酬請求書等の審査及

び保険医療機関等への支払額の算出が完了した一時点

において履行義務が充足されると判断し、当該時点で

収益を認識しています。

②　レセプト電子データ提供料収入

　 　レセプト電子データ提供料収入は保険者等へのレセ

プト電子データ提供の対価であり、当基金は保険者と

の契約に基づいてレセプト電子データの提供を行う履

行義務を負っております。

　 　レセプト電子データ提供料については、保険者等が

レセプト電子データの提供を受けた一時点で履行義務

が充足されると判断し、当該時点で収益を認識してい

ます。

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日
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期　　別

項　　目

当会計期間

４ ．キャッシュ･フロー計算書

における資金の範囲

５ ．その他財務諸表作成のため

の重要な事項

　　消費税等の会計処理

　手許現金、要求払預金及び取得日から 3ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日
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　表示方法の変更
　（損益計算書関係）

当会計期間

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

※１ 　前事業年度において「業務費用」の「その他の業務費用」に含めておりました「通

信費」（前事業年度　3,249,547千円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度よ

り独立掲記しております。

※２ 　前事業年度において独立掲記していた「業務費用」の「修繕費」（前事業年度 3,597,989
千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度は、「その他の業務費用」

に含めて表示しております。



─ 66─

　注記事項
　（損益計算書関係）

当会計期間

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

※３ 　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

千円

工具器具備品 52,302
そ　 の　 他 2,224

計 54,527

※４　減損損失の内容は、次のとおりであります。

　（減損損失を認識した資産）

　　当期において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

　　　　 用　途　　　　　　　 種　類　　　　　　　　　　　場　所

　　　未利用不動産　　　土地・建物・構築物　　　研修センター（千葉県白井市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員宿舎（京都府宇治市ほか 3件）

　（減損損失を認識するに至った経緯及び減損損失の金額）

　 　 　上記の資産グループは、投資額を上回る将来キャッシュ・フローの増加が見込め

ないため、当資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として

下記の金額を特別損失に計上しております。

種　　類 金　額（千円）

土　　　地 332,570
建　　　物 2,359,350
構　築　物 11,003

計 2,702,924

　（資産のグルーピングの方法）

　　 　当支払基金は、未利用不動産については個別物件単位でグルーピングを行ってお

ります。

　（回収可能価額の算定方法等）

　　 　当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価

額については不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて評価しております。
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　（キャッシュ・フロー計算書関係）

当会計期間末

（令和 5年 3月 31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 43,861,543 千円

現金及び現金同等物 43,861,543
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　（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　 　当支払基金は、役職員等の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付型制度

を採用しております。

　 　企業年金基金制度（積立型制度であります。）では、給与と加入期間に基づいた年金又

は一時金を支給します。

　 　退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間

に基づいた一時金を支給します。

２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 △ 106,427,635 千円

　勤務費用 △ 2,773,375
　利息費用 △ 529,532
　数理計算上の差異の当期発生額 420,031
　退職給付の支払額 7,154,738
期末における退職給付債務 △ 102,155,773

３．年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 39,966,637 千円

　期待運用収益 1,119,065
　事業主からの拠出額 426,707
　数理計算上の差異の当期発生額 △ 2,121,094
　退職給付の支払額 △ 1,181,591
期末における年金資産 38,209,725

４．退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び資産の調

整表

イ．積立型制度の退職給付債務 △ 40,821,483 千円

ロ．年金資産 38,209,725
ハ．非積立型制度の退職給付債務 △ 61,334,290
ニ．未積立退職給付債務（イ＋ロ＋ハ） △ 63,946,047
ホ．未認識過去勤務費用 △ 4,865,687
ヘ．未認識数理計算上の差異 9,399,094
ト．貸借対照表計上純額（ニ＋ホ＋ヘ） △ 59,412,640
チ．前払年金費用 ─

リ．退職給付引当金（ト－チ） △ 59,412,640
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５．退職給付に関連する損益

勤務費用 2,569,152 千円

利息費用 529,532
期待運用収益 △ 1,119,065
過去勤務費用の当期の費用処理額 △ 1,216,421
数理計算上の差異の当期の費用処理額 3,333,311
退職給付費用 4,096,508
　（注）企業年金基金に対する役職員等拠出額を控除しております。

６．年金資産の主な内訳

債　券 57.0％
株　式 30.2％
その他 12.8％
合　計 100.0％

７．長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　 　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、

年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮してお

ります。

８．数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　　期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.5％
長期期待運用収益率 2.8％
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財 産 目 録
貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書

令和 4事業年度審査支払会計

高齢者医療制度円滑導入勘定
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令和 4事業年度審査支払会計
高齢者医療制度円滑導入勘定財産目録

（令和 5年 3月 31日現在）

資　　　　　産　　　　　の　　　　　部

区　　　　分
内　　　　　　　　訳

金　　　額
摘　　　　要 金　　　額

千円 千円

流 動 資 産 2,263

現 金 及 び 預 金 2,263

普 通 預 金 2,263

資 産 合 計 2,263

負　　　　　債　　　　　の　　　　　部

千円 千円

流 動 負 債 2,263

未 払 金 2,263

未 払 金 11

その他の未払金 2,251

負 債 合 計 2,263

差 引 正 味 財 産 ─



─ 74─

令和 4事業年度審査支払会計
高齢者医療制度円滑導入勘定貸借対照表

（令和 5年 3月 31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

区 分
注記
番号

金 額 区 分
注記
番号

金 額

（ 資 産 の 部 ）
千円

（ 負 債 の 部 ）
千円

 流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 2,263 未 払 金 2,263

流 動 資 産 合 計 2,263 流 動 負 債 合 計 2,263

資 産 合 計 2,263 負 債 合 計 2,263
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令和 4事業年度審査支払会計
高齢者医療制度円滑導入勘定損益計算書

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

区　　　　　分
注記
番号

金　　　　　額

千円 千円

〔経常損益の部〕

（ 業 務 損 益 の 部 ）

Ⅰ　 業 務 収 益

１　 高齢者医療制度円滑運営
臨 時 特 例 交 付 金 収 入 1,704

２　 指定公費負担医療費返還金 854 2,558

Ⅱ　 業 務 費 用

１　 給 与 手 当 185

２　 交 付 金 精 算 返 納 金 2,251

３　 そ の 他 の 業 務 費 用 120 2,558

　　 業 務 利 益 ─

　　 経 常 利 益 ─

当 期 純 利 益 ─
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令和 4事業年度審査支払会計
高齢者医療制度円滑導入勘定キャッシュ・フロー計算書

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日

区　　　　　　　分
注記
番号

金　  　　　　額

千円
Ⅰ　 業務活動によるキャッシュ･フロー

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金収入 1,704

指定公費負担医療費返還金 854

人件費の支出 △ 212

その他の業務支出 △ 8,349

業務活動によるキャッシュ･フロー △ 6,004

Ⅱ　 投資活動によるキャッシュ･フロー

投資活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅲ　 財務活動によるキャッシュ･フロー

財務活動によるキャッシュ･フロー ─

Ⅳ　 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ　 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 △ 6,004

Ⅵ　 現金及び現金同等物の期首残高 8,267

Ⅶ　 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,263
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　重要な会計方針

期　　別

項　　目

当会計期間

１ ．キャッシュ･フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から 3ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

２ ．その他財務諸表作成のため

の重要な事項

　　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

自　令和 4年 4月  1日
至　令和 5年 3月 31日
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　注記事項
　（キャッシュ・フロー計算書関係）

当会計期間末

（令和 5年 3月 31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,263 千円

現金及び現金同等物 2,263



 

財 産 目 録 等 に 関 す る 監 事 意 見 書  

 

 

令和４事業年度社会保険診療報酬支払基金「審査支払会計」に係る財産目録

及び事業状況報告書の監査を実施した結果、適正であると認める。 

 

 

 

令和５年６月１６日 

 

 

 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金              

  理 事 長  神 田 裕 二 殿 

 

 

 

               監  事    塔  下   和  彦         

 

 

               監  事     田   雄  彦        

 

 

               監  事    新  谷   信  幸        

 

 

               監  事    篠  原     彰         

 

 

 

 


